
ハ

　　

．

　　　　　　　　　　

～

・

　　

．

　

，
凧

　　

、

　　　　　

　

　

日

　

本

　

税

　

政

　

連 第５４８号令和元年（２０１９年）９月１日（日曜日）（毎月１回１日発行） （昭和４４年９月１日

　

第三種郵便物認可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

×^
）
“
”

　　　　　　　　　　　

観
ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｉ

　　　　　　　　

ｌ
′

　

ｌ
ｒ

　

ｉ
１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各
委
員
会
か
ら
の
報
告
と

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

現
に
向
け
て
取
り
組
む
こ

関
連
法
が
施
行
さ
れ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し
て
・
税
制
改
正
命

対

果
な
ど
に
っ
ぃ
て
説
明
が

と
と
さ
れ
た
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十
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

税
制
改
正
要
望

に
耳
を
傾
け
る
姿
勢
が
窺
え

（幹
事
会
に
お
け
る
会
長
あ
い

瀞一
だ
け
を
求
め
て
も
組
織
は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

制
改
正
建
議
と

税
理
士
会
の
建
議
・
税
政
連
要

※
税
制
改
正
要
望
リ
ー
フ
レ
ツ

ー瀞
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
い
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い
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開
催
＝
写
真
甘
廿し
、

（重
点
要
望
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推
薦
候
補
者
５６
人
が
当
選

（第：種郵便物憲胴）

　　　

参
院
選

第
２５
回
参
議
院
議
員
通

常
選
挙
が
７
月
２１
日
、
投

票
・
即
日
開
票
さ
れ
、
日

税
政
推
薦
候
補
者
６７
人
の

う
ち
５６
人
が
当
選
し
た

（当
選
者
は
１０
面
）
。

日
税
政
は
、
単
位
税
政

連
と
税
理
士
に
よ
る
後
援

会
の
協
力
を
得
て
、
推
薦

候
補
者
の
全
員
当
選
を
目

指
し
て
全
国
規
模
で
積
極

的
な
選
挙
運
動
を
展
開
し

て
お
り
、
選
挙
の
結
果
を

税
制
改
正
要
望
を
訴
え

噺黙蹴等翻倒融鉦無能一言スに訴，み
‘
。

幹
事
会
提
出
議
案
を
審
議

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

は
７
月
１７
日
、
第
１
回
正

副
幹
事
長
会
（渡
遷
輝
男

幹
事
長
）
を
日
本
税
理
士

会
館
に
お
い
て
開
催
＝
写

真
＝
し
、
定
期
大
会
議
案

正
副
一幹
”重
丁長
△五

や
令
和
２
年
度
税
制
改
正

に
関
す
る
要
望
等
の
幹
事

会
提
出
議
案
に
つ
い
て
協

議
し
た
。
会
議
に
は
構
成

員
１０
人
の
ほ
か
、
小
島
忠

男
会
長
と
浅
田
恒
博
総
務
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ー鳥
ず
試
す

見
調
整
の
経
過
報
告
等

を
、
大
石
敬
国
対
委
員
長

か
ら
は
国
政
の
状
況
等
に

関
す
る
報
告
を
受
け
、
令

和
２
年
度
の
税
制
改
正
要

望
案
に
つ
い
て
協
議
し

た
。
定
期
大
会
議
案
に
つ

い
て
は
、
予
算
案
の
協
議

の
中
で
、
よ
り
一層
の
組

織
活
動
の
活
性
化
、
後
援

会
活
動
へ
の
支
援
等
を
強

化
す
べ
き
と
の
意
見
を
受

け
、
地
域
に
密
着
し
た
税

政
連
活
動
を
推
進
で
き
る

予
算
案
策
定
に
向
け
た
議

論
を
行
っ
た
。

殿
鴻

　
　
　

　

　
　

決
算
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等
を
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日
税
政
は
７
月
１２
日
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日
本
税
理
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い
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委
員
会
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達
満

き
洋
も
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案
等
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
た
＝
写
真
。

令
和
元
年
度
収
支
予
算

案
に
つ
い
て
は
、
収
支
両

面
で
の
厳
し
い
見
直
し
を

行
う
一方
、
必
要
な
施
策

へ
の
予
算
を
措
置
す
る
等

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
予
算
案

と
す
る
よ
う
議
論
を
行
っ

た
。今

後
は
、
幹
事
会
、
正

副
会
長
会
、
総
務
会
を
経

て
定
期
大
会
に
諮
る
こ
と

と
な
る
。

訂
正

　

第
５
４
７
号

（７
月
１
日
付
）
６
面
文

中
立削原
明
弘
後
援
会
吉

淫
会
長
（近
畿
）
」
と
し

た
の
は
誤
り
で
し
た
。
正

し
く
は
コ則原
誠
司
後
援

△至
ロ浬
会
長
（近
畿
）
」

で
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。
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良 いチャンス！
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式
は
令
和
５
年
の
１０
月
か
ら
導
納
税
者
の
た
め
の
ー・租
税
制
度
ー
」
は
、
日
税
政
の
目
的
に
反

入
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。何
故
、
並
び
に
税
務
行
政
を
確
立
す
る
す
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
主

法
律
で
施
行
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
必
要
な
政
治
活
動
を
行
要
項
目
の
追
求
は
必
要
だ
が
、

令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日）

６
月
２７
日
の
日
税
連
の
理
事
項
目
に
つ
い
て
、
「日
税
連
及
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
で
あ
そ
れ
は
主
要
項
目
が
税
理
士
会

会
に
お
い
て
、
「令
和
２
年
度
び
日
税
政
は
税
制
改
正
の
一丁
る
。
で
は
、
税
制
改
正
に
お
い
の
考
え
方
と
異
な
る
場
合
に
、

税
制
改
正
に
関
す
る
建
議
」
が
目
一番
地
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
て
日
税
連
の
方
針
（建
議
）
と
早
々
に
反
対
意
見
を
述
べ
る
た

機
関
決
定
さ
れ
、
８
月
５
日
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
持
つ
方
が
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
建
議
書
め
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
主
要

日
税
政
の
幹
事
会
に
お
い
て
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　　　

に
「本
建
議
書
は
、
公
平
で
か
項
目
に
合
わ
せ
て
日
税
連
及
び

同
一内
容
の
「要
望
」
が
機
関

　

日
税
政
の
な
か
に
も
、
「税
つ
合
理
的
な
税
制
の
確
立
と
申
日
税
政
の
建
議
・要
望
を
作
成

決
定
さ
れ
た
。

　　　　　

政
連
は
、
日
税
連
の
建
議
を
実
告
納
税
制
度
の
維
持
・発
展
を
す
る
た
め
で
は
な
い
。

今
回
も
要
望
項
目
の
一丁
目
現
す
る
た
め
の
行
動
部
隊
な
の
希
求
し
て
、
税
制
に
対
す
る
基

　

請
求
書
等
保
存
方
式
の
維
持

一番
地
と
し
て
、
「消
費
税
に
で
あ
る
。
税
制
改
正
な
ど
の
決
本
的
な
視
点
（建
議
書
の
概
要
は
ま
だ
し
も
、
単
一税
率
の
維

お
け
る
単

一
税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

持
は
施
行
さ
れ

歪
諸
書

　

今
年
度
の
税
制
改
正
の
要
望
に
つ
い
て

　

熊
麹
腿

等
保
存
方
式
を

維
持
す
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら
れ
定
プ
ロ
セ
ス
す
な
わ
ち
政
治
に
参
照
）に
基
づ
い
て
作
成
し
た
」
対
の
陳
情
で
あ
る
か
ら
、
非
常

て
い
る
。
こ
の
要
望
は
、
平
成
お
け
る
政
策
の
決
定
過
程
に
つ
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
税
連
の
に
難
し
い
陳
情
と
な
る
が
、
税

２２
年
度
か
ら
今
年
度
ま
で
継
続
い
て
は
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
建
議
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
理
士
会
と
し
て
は
、
旗
を
降
ろ

し
て
、
「中
期
的
な
視
点
か
ら
い
う
理
想
論
を
語
る
の
で
は
な

「税
制
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
要
望
で

の
検
討
課
題
」
又
は
「最
重
点
く
、
現
状
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
と
い
う
理
想
論
で
あ
る
。
そ
し
あ
る
。
施
行
後
の
事
業
者
及
び

要
望
項
目
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
研
究
し
、
要
望
実
現
の
た
め
に
て
、
日
税
政
は
日
税
連
の
方
針
納
税
者
か
ら
不
満
の
声
が
上
が

て
い
る
。

　　　　　　　

は
何
を
す
べ
き
か
に
力
を
注
ぐ
に
沿
い
政
治
活
動
を
す
る
の
で
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
声
を

残
念
な
が
ら
、
陳
情
の
甲
斐
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
あ
る
か
ら
、
「政
策
の
決
定
過
軽
減
税
率
の
反
対
に
結
び
付
け

も
な
く
軽
減
税
率
制
度
は
本
年
者
も
い
る
。

　　　　　　

程
に
つ
い
て
は
、
こ
う
あ
る
べ

　

る
こ
と
が
出
来
る
ま
で
陳
情
し

の
ｍ
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
ｍ
％

　

し
か
し
、
日
税
政
の
目
的
は
き
だ
と
い
う
理
想
論
を
語
る
の
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
の
消
費
税
率
ア
ッ
プ
に
併
せ
規
約
第
４
条
に
あ
る
よ
う
に
、
で
は
な
く
、
現
状
の
決
定
プ
ロ

　　　　　　　

（濃
遣
）

て
施
行
さ
れ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方

「日
税
連
の
方
針
に
沿
い
、
：・
セ
ス
（主
要
項
目
）を
研
究
し
、

　　
、Ｊ

　

．１

　

」



　
　　
　
　

　　　

関
東
信
越
税
理
士
政
治

関
東
信
越
税
理
士
政
治
連
盟
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た
ま
市
）
に
お
い
て
第
５３

回
定
期
大
会
を
開
催
し
た

＝
写
真
。
当
日
は
来
賓
に

小
島
忠
男
日
税
政
会
長
、

柴
崎
一男
東
京
税
政
連
副

会
長
、
瀧
浪
貫
治
東
京
地

方
税
政
連
会
長
、
藤
森
強

千
葉
県
税
政
連
会
長
、
江

本
英
仁
関
東
信
越
税
理
士

会
会
長
他
多
数
を
迎
え
、

代
議
員
及
び
役
員
等
２
５

　　
　　　
　
　

　　

　
　　　　　　　

雫

．
〆

三

　　　　

ご｛

　

の
あ
い
さ
つ

　
　　

　　
　
　

　

　
　
　　
　

　

　

０
人
が
出
席

一
し
た
。

一

　

高
野
養
生

副
会
長
の
開

会
の
辞
、
井

部
俊
一会
長

の
あ
い
さ
つ

議
員
が
正
副

議
長
に
選
出

さ
れ
、
議
事

進
行
の
結
果

す
べ
て
の
議

案
が
異
議
な

く
原
案
の
と

お
り
可
決
承
認
さ
れ
た
。

続
い
て
、
各
県
税
政
連
の

幹
事
長
６
人
か
ら
決
議
文

の
朗
読
、
再
任
さ
れ
た
井

部
会
長
の
あ
い
さ
つ
、
役

員
を
永
年
に
わ
た
り
務
め

ら
れ
功
労
さ
れ
た
９
人
の

退
任
役
員
へ
の
感
謝
状
贈

呈
が
行
わ
れ
た
。

次
に
、
小
島
日
税
政
会

長
を
は
じ
め
来
賓
各
位
か

ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
西
田
ま
こ
と
公

明
党
税
制
調
査
会
会
長

（埼
玉
県
選
挙
区
）
が
国

政
報
告
を
行
い
、
百
瀬
征

男
副
会
長
の
閉
会
の
辞
を

も
っ
て
定
期
大
会
は
終
了

し
た
。

休
憩
を
挟
ん
で
開
催
し

た
懇
親
会
に
は
、
多
数
の

国
会
議
員
が
駆
け
つ
け
る

な
ど
、
盛
況
裡
に
終
了
し

た
。

永
岡
桂
子
後
援
会
が
設
立

珊
会議関東信

越
税
理
士
政
治
連
盟

７
月
１８
日
、
ウ
ェ
デ
ィ

ン
グ
パ
レ
ス
・
ビ
・
ア
ン

ジ
ュ
Ｙ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｙ
Ａ
（茨

城
県
八
千
代
町
）
に
お
い

て
「税
理
士
に
よ
る
永
岡

桂
子
後
援
会
」
設
立
総
会

が
開
催
さ
れ
た
＝
写
真
。

当
日
は
永
岡
衆
議
院
議

員
（自
民
・茨
城
７
区
）、

井
部
俊
一関
東
信
越
税
理

士
政
治
連
盟
会
長
、
若
山

実
茨
城
県
税
理
士
政
治
連

明嬰
＝長
、
内
田
茂
行
関
東

信
越
税
理
士
会
茨
城
県
支

部
連
合
会
会
長
を
来
賓
に

迎
え
、
会
員
２３
人
が
出
席

し
た
。

冒
頭
、
池
谷
達
郎
発
起

人
代
表
が
設
立
経
過
を
報

告
し
た
後
、
議
案
審
議
に

入
っ
た
。後
援
会
規
約
、役

員
選
任
、
事
業
計
画
及
び

収
支
予
算
の
す
べ
て
の
議

案
は
、
原
案
通
り
満
場
一

致
で
可
決
承
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
永
岡
議
員
は

「平
素
よ
り
申
告
納
税
制

度
の
円
滑
な
遂

行
を
は
じ
め
と

し
た
社
会
貢
献

に
多
大
な
る
ご

尽
力
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す

こ
と
に
深
く
敬

意
と
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

税
理
士
の
皆
様

か
ら
い
た
だ
く

現
場
の
声
を
国

政
に
反
映
さ
せ

る
と
と
も
に
、

皆
様
方
の
円
滑

な
業
務
運
営
を

は
じ
め
、
皆
様

方
の
お
力
に
な

れ
る
よ
う
最
大

限
の
努
力
を
払

っ
て
ま
い
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま

す
」と
あ
い
さ
つ
を
し
た
。

そ
の
後
、
来
賓
の
井
部
会

長
、
若
山
会
長
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

設
立
総
会
は
閉
会
と
な
っ

た
。設

立
総
会
後
は
、
永
岡

議
員
を
囲
ん
で
懇
親
会
が

開
催
さ
れ
、
内
田
県
連
会

長
か
ら
激
励
の
こ
と
ば
が

菰
代
議
員
数
２５０
人
確
定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当
に
つ
い
て
は
、
各
単
位

税
政
連
に
２
人
（計
３０
人
）

を
均
等
に
振
り
分
け
、
残

り
の
２
２
０
人
を
７
月
１

日
現
在
の
税
理
士
会
会
員

令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日）

税鞭名鰍嗣
均等割り 会員魔ｑ代議員数
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数
（税
理

士
法
人
を

除
く
）
に

応
じ
て
比

例
配
分
し

た
。
こ
れ

に
よ
る
単

位
税
政
連

別
の
代
議

員
の
割
当

て
は
表
の

と
お
り
で

あ
る
。

　
　

　　　

　　

　　　　

南
九
州
税
理
士
政
治
連
盟

南
九
州
税
理
士
政
治
運

盟
は
、
６
月
２０
日
、
ホ
テ

ル
日
航
熊
本
（熊
本
市
）

に
お
い
て
５０
余
人
が
参
集

し
、
小
島
忠
男
日
税
政
会

長
を
始
め
、
戸
田
強
南
九

州
会
会
長
、
馬
場
成
志
参

議
院
議
員
（自
民
党
・熊

本
県
選
挙
区
）
を
迎
え
、

第
５０
回
定
期
大
会
を
開
催

し
た
＝
写
真
。

右
田
省
二
副
会
長
の
開

会
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
中

島
智
喜
会
長
が
あ
い
さ
つ

に
立
ち
「税
理
士
会
と
税

政
連
は
消
費
税
の
単
一税

率
を
要
望
し
て
き
て
い
る

が
残
念
な
が
ら
現
実
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し

今
後
も
要
望
し
て
い
き
た　　　　　　
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マ
メ

（－－Ｌ－：テ

　

ー－－ノ ー～

　

； ／ ふ も：コ
メ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　

　　

　　　　　　　　　　　　　

つ

　　　　　　　　　　　　　

－

　

し し、

　

　　　　　　　　　 　
で」せざ遂濯ぎミニ二一三雲華

　
　 　　　　　　　　

　　　

一挙 Ｐ回南九州税理，む
ご ÷－

’
，
１

　

ｒ‐１」

　　　　　　

－ ヨビ

　

ーー

き

　

▼．

　　　　　　　　　　

－？

　　　

　
　
　

　　

　　　

　　

－一

　

翼
羅
を

　　

　　
　
　
　　
　

　

　　
　

　　

　
　　
　
　　　
　
　
　

　　

　

　

　
　
　
　　
　
　

　

　
　
　
　
　
　

　　

　
　
　
　
　
　　　
　
　

　

　　

　

　
　

　

　
　
　
　　
　
　

　　

．癖
二
階
帆
綱
は〆

　

〆≦

　　
　　　　　
　
　
　
　

い
。
熊
本
地
震
か
ら
は
３

年
が
経
過
し
復
旧
復
興
は

ま
だ
途
中
で
あ
る
が
、
災

害
税
制
に
関
し
て
は
要
望

が
実
現
し
た
。
ま
た
、
本

年
は
参
議
院
議
員
選
挙
の

年
で
あ
り
南
九
州
税
政
連

か
ら
は
計
５
人
の
推
薦
を

し
た
。
税
政
連
活
動
の
要

望
実
現
の
た
め
に
は
推
薦

候
補
者
を
当
選
さ
せ
議
席

を
一
つ
で
も
多
く
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
。
大
変
暑

い
中
の
選
挙
活
動
で
あ
る

識
瀞
１ナ
ノ
が
ご
協
力
い

　　　

た
だ
き
た

　↓ｉｉ
ｓ
ノ〔
い
。
私
達
の

～

　

要
望
実
現
の

　Ｌ
・
た
め
に
は
後

　

援
会
の
拡
充

が
あ
り
、
南

九
州
の
１２
の

後
援
会
を
押

し
上
げ
て
い

き
た
い
と
思

っ
て
い
る
」

と
後
援
会
強

化
の
必
要
性

を
述
べ
た
。

続
い
て
、

吉
田
昌
市
総

務
会
長
が
議

長
に
選
出
さ

れ
議
事
に
入

っ
た
。
上
程

さ
れ
た
議
案

は
、
い
ず
れ
も
満
場
一致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
承

認
さ
れ
た
。

暫
時
休
憩
の
後
、
来
賓

入
場
が
あ
り
、
先
ほ
ど
承

認
さ
れ
た
大
会
決
議
文
が

力
強
く
朗
読
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
宮
本
律
夫
新
会
長

か
ら
就
任
あ
い
さ
つ
が
あ

り
、
小
島
日
税
政
会
長
、

戸
田
南
九
会
会
長
、
馬
場

議
員
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ

き
、
来
賓
の
紹
介
、
祝
電

披
露
、
中
村
良
美
副
会
長

に
よ
る
頑
張
ろ
う
コ
ー
ル

と
続
き
、
此
本
英
一郎
副

会
長
の
閉
会
の
辞
を
も
っ

て
終
了
し
た
。

　

　　

　　

　

　　　　　　　

・
・‐１１＼
）
，Ｌ
．鮎

－二
「
－

　

．〆
「

　

　

　

　
　　
　　
　　

部
避雷
器

　

掛「

　

碕

　

　　

　　
　
　
　

　　

「税Ｂｉｌｌニはこ永間作手後援会談ず密会－

　　

　

　

　

あ
り
和
や
か
な
う
ち
に
閉

会
と
な
っ
た
。

な
お
、
会
長
に
は
池
谷

会
員
、
幹
事
長
に
は
柿
沼

利
明
会
員
が
就
任
し
た
。
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関
東
信
越
税
理
士
政
治
連
盟

７
月
鴻
日
、
レ
ス
ト
ラ

ン

「ト
ラ
ッ
ト
リ
ア
チ
イ

ニ
己

（前
橋
市
）
に
お

い
て
、
「税
理
士
に
よ
る

尾
身
朝
子
後
援
会
」
設
立

総
会
が
開
催
さ
れ
た
＝
写

真
。会

員
６８
人
で
組
織
さ

れ
、
当
日
は
、
尾
身
朝
子

衆
議
院
議
員
（自
由
民
主

党
・群
馬
１
区
）
、
井
部

俊
一関
東
信
越
税
理
士
政

治
連
盟
会
長
、
田
子
一夫

群
馬
県
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
、
佐
藤
昌
義
群
馬
県

連
会
長
、
長
岡
敏
夫
前
橋

支
部
長
、
芳
浬
利
行
沼
田

支
部
長
を
来
賓
に
迎
え
、

会
員
２８
人
が
出
席
し
た
。

冒
頭
、
淫
口
俊
行
発
起

人
代
表
が
設
立
経
過
を
報

告
し
た
後
、
議
案
審
議
に

入
っ
た
。
後
援
会
規
約
、

役
員
選
任
、
活
動
方
針
及

び
収
支
予
算
の
す
べ
て
の

議
案
は
原
案
ど
お
り
満
場

一
致
で
可
決
承
認
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
井
部
・
田

子
両
会
長
か
ら
あ
い
さ
つ

が
あ
り
、
尾
身
朝
子
衆
議

院
議
員
か
ら

国
政
報
告
を

兼
ね
た
あ
い

さ
つ
と
し

て
、
税
制
改

正
や
税
理
士

法
改
正
な
ど

に
力
強
い
こ

と
ば
を
い
た

だ
き
和
や
か

な
う
ち
に
閉

会
と
な
っ

た
。
な
お
、

会
長
に
は
浬

口
俊
行
会

員
、
幹
事
長

に
は
原
樺
春

代
会
員
が
就

鋭鋒禽コる尾身朝予後投合

に
は
ｚ

代賛
裁
憂
欝
騒
講
～

任
し
た
。

億三理郵便物鋼）



　　
　

　
　　

　　　　

千
葉
県
税
理
士
政
治
連
盟

悌三種郵便物嗣）

千
葉
県
税
理
士
政
治
連

盟
は
８
月
２
日
、
オ
ー
ク

ラ
千
葉
ホ
テ
ル
（千
葉
市
）

に
お
い
て
、
第
５１
回
定
期

大
会
を
開
催
し
た
＝
写

真
。始

め
に
、
藤
森
強
会
長

の
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
先

の
参
議
院
議
員
選
挙
で
千

葉
県
税
政
連
で
推
薦
し
て

い
る
石
井
準
一、
豊
田
俊

郎
、
長
浜
博
行
議
員
が
そ

る
っ
て
当
選
し
た
こ
と
に

触
れ
、
後
援
会
の
活
動
の

表
れ
と
し
て
感
謝
を
述
べ

た
。
組
織
率
を
上
げ
る
事

に
力
を
入
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
表

れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
残

念
と
し
、
今
後
の
消
費
税

の
改
正
へ
の
あ
り
方
に
も

懸
念
を
表
し
た
。

そ
し
て
、
い
ず
れ
は
会

費
の
値
上
げ
を
考
え
る
必

要
も
あ
る
と
の
意
見
を
表

明
し
た
。

そ
の
後
議
事
に
入
り
、

上
程
さ
れ
た
全
議
案
は
、

い
ず
れ
も
賛
成
多
数
で
原

案
通
り
可
決
承
認
さ
れ

た
。休

憩
後
は
江
波
戸
秀
記

キ
ー矧
ぎｆ
ｎ

新
会
長
が
、
引
き
続
き
組
．

織
率
向
上
の
強
固
な
取
り

組
み
へ
の
、
協
力
を
仰
ぐ

あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
。
今

大
会
は
退
任
役
員
が
多

く
、
感
謝
状
贈
呈
も
多
数

と
な
っ
た
。

引
き
続
き
国
政
報
告
会

が
行
わ
れ
、
多
忙
の
な
か

１２
名
の
国
会
議
員
の
参
加

が
あ
り
、
日
頃
の
活
動
を

興
味
深
く
報
告
さ
れ
た
。

そ
の
後
行
わ
れ
た
懇
親

会
に
お
い
て
、
来
賓
、
国

会
議
員
及
び
秘
書
、
会
員

が
多
数
出
席
し
、
盛
会
裏

に
終
了
し
た
。

休
憩
を
挟
ん
で
開
催
し

た
懇
親
会
で
は
、
改
選
さ

れ
た
新
役
員
が
紹
介
さ

れ
、
ま
た
先
の
参
議
院
議

員
選
挙
で
当
選
し
た
議
員

を
は
じ
め
多
く
の
国
会
議

員
、
関
連
団
体
の
役
員
が

駆
け
つ
け
、
盛
況
裏
に
終

了
し
た
。

メールマガジン「日本税政連ニュース」

配信希望者を募集

璽
第
２３
回
定
期
大
会
を
開
催

紡
一

沖
縄
税
理
士
政
治
連
盟

令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日）

７
月
３
日
、
パ
シ
フ
ィ

ツ
ク
ホ
テ
ル
沖
縄
（那
覇

市
）
に
お
い
て
第
２３
回
定

期
大
会
が
開
催
さ
れ
た
＝

写
真
。

圃
仲
勝
則
会
長
よ
り
あ

い
さ
つ
と
し
て
、
サ
ポ
ー

ト
募
金
に
対
す
る
御
礼
と

１
年
間
の
活
動
報
告
の
一

端
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の

中
で
市
町
村
へ
の
監
査
委

員
の
登
用
要
請
に
つ
い
て

は
、
豊
見
城
市
が
県
内
自

治
体
初
と
な
る
議
員
枠
を

廃
止
し
税
理
士
を
登
用
し

た
。
こ
れ
は
税
政
連
活
動

の
成
果
で
あ
る
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。

議
案
審
議
で
は
、
上
程

さ
れ
た
第
１
号
議
案
か
ら

第
６
号
議
案
の
す
べ
て
が

原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ

れ
、
第
５
号
議
案
の
役
員

の
任
期
満
了
に
伴
う
選
任

の
件
で
は
国
仲
会
長
が
再

選
さ
れ
た
ほ
か
、
新
た
な

人
事
体
制
が
承
認
さ
れ

た
。議

案
審
議
の
後
、
久
保

直
己
日
税
政
副
会
長
よ
り

来
賓
あ
い
さ
つ
が
さ
れ
、

国
政
選
挙
へ
の
対
応
に
つ

い
て
は
、
全
国
統
一の
運

動
方
針
を
確
立
し
全
国
の

税
政
連
と
力
を
結
集
し
全

力
で
対
応
す
る
と
し
た
。

ま
た
、
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
組
織
強
化
や
後
援
会
活

動
の
活
性
化
に
つ
い
て
、

日
税
連
と
の
連
携
を
明
確

に
し
、
税
政
連
の
更
な
る

財
政
健
全
化
を
今
後
も
引

き
続
き
全
国
の
単
位
税
政

　　　　　　　　

“；“－－－州一一〆；－－－－ふ一一，；；；
；；^“．′

　

〆．，｝

１沖縄税理士政治連
盟第２３回定期‐「

１
１

」
－－
ョ

「

　

ド
ー

　

，

　　

一一

　　

‐．
．

　

　

　　　

　

　　
　
　

　

　　
　 連

と
推
進
す
る
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。

最
後
に
、
鈴
木
啓
子
副

会
長
か
ら
の
閉
会
の
辞
を

も
っ
て
定
期
大
会
を
終
了

し
た
。
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【灘
難
．

　　
　

　
　　

　

　
　

第
５３
回
定
期
大
会
を
開
催

　　

東
京
地
方
税
理
士
政
治
連
盟

東
京
地
方
税
理
士
政
治

連
盟
（瀧
浪
貴
治
会
長
）

は
８
月
７
日
、
ホ
テ
ル
横

浜
キ
ャ
メ
ロ
ッ
ト
ジ
ャ
パ

ン
（横
浜
市
）
に
お
い
て

第
弱
回
定
期
大
会
を
開
催

し
た
＝
写
真
。

当
日
は
来
賓
に
小
島
窓

男
日
税
政
会
長
、
渡
逼
文

雄
東
京
税
理
士
政
治
連
盟

会
長
、
江
波
戸
秀
記
千
葉

県
税
理
士
政
治
連
盟
会

長
、
井
部
俊
一関
東
信
越

税
理
士
政
治
連
盟
会
長
他

多
数
を
迎
え
、
３
２
３
人

の
会
員
の
出
席
が
あ
っ

た
。議

案
審
議
で
は
、
上
程

さ
れ
た
第
１
号
議
案
か
ら

第
８
号
議
案
の
す
べ
て
が

原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ

れ
た
。
議
案
審
議
の
中
で

は
会
員
か
ら
多
く
の
質
問

要
望
等
活
発
な
意
見
が
出

さ
れ
た
。
最
後
に
「大
会

決
議
七
項
目
」
を
読
み
上

げ
て
定
期
大
会
は
終
了
し

た
。

第５３ｒドＬき

　

「

　　　　

ノ′

‐

　　

サ

　　　　　　　　　　

－

　　

－

二　

　

　
飛

　

脚

　　　　　　　　　　

・

ユ
ーｍ

　
　
　
　
　

　
　

日本税理士政治連盟で
税制改正陳情の様子

な

日

し

　

＝

　

、

の
会
「
と
す
は

談
ン
」
美
方

懇
ジ
ス
袋
の

の
ガ

　

ー

　

劃
望

と
マ
ユ
才
希

ー
員
ル
ニ

信

議
一

　

連
↓
配

、
＼
〆
政
信
〇

は
や
を
税
配
真
配信しております＝写
真。 配信希望の方は、 日
本税理士政治連盟ホーム
ページの専用フォーム
（ｈｔｔｓ：／ｎｉｃｈｉｚｅｉｓｅｉ．ｊＰ／

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

メールマガジン〔日本税政連二ムース】

　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　

　　
－－÷Ｊ‘；ｔ

　

っ

　

、ノ，↑”シ′［－」ー，÷Ｌｂ▲」

　

コ；’：′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

．ー〆

　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

．響「

　　

●ふ一‐

≧宝１．・螺綬訟鴬１属慧ボームペータ受ごセ１１１し◆たた０当りｉ・こクごせ、ＩＥ丁，Ｅ狽－１１の逗土や書蔓箪の１壇をＺＣえすごた舎、メールマカジンｒｅ＃超一罰遥：；－ス」！
　　　　　　　　
メールマ刀少ン；ｌｂｏ－：．；．下に０必要徽畳量ｒへて．刀むつえずメールマコタ星野；ホ
タンモクリジ″フしてくた覆い．

　

　　　　　

　

　　

　

汁

　　

〆’

　　

部

　　

棚

　　

だ

　

　　

　

　　

　

　　

　

　　

　

　

　　　　　

　

　　　

　

　

　　　　　　　

　

ど
本
て
写
日
ム
ム
／
要
登

な
日
し
＝

　

、
一

　

一

　

弾
必
信

＝
「
と
ず
は
ホ
か
組
“
配

ン

」
美
方
盟
ア
曲
越

　

、

ジ
ス
だ
の

　

止
血
Ｊ
上

ガ

　

ー

　

到
望
治
期
畝
）
の

　
　

　
　
　
　
　
　
　

事項を入力の上、配信登　　

　

ｍ

事
録 ０

　

酬
Ｌ
闘

　
　
　

行
信
期
と

　　

一

　

覧
Ｒ
報
Ｒ

を
配
定
る
）
〆
閲
Ｕ
会
Ｕ

録
●
不
あ
す

　

で
（

　

（

Ｌ）：ｈｔｔｐ：／／ｎｉｃ垣Ｚｅｉｓｅｉ．ｉｐ／ｃａｔｅｇｏｌｙ／ａｃｔｉｖｉｔｙ／

「日本税政連」 のバックナンバーもＨＰに
Ｌ）：ｈｔｔｐ：／／ｎｉｃ檀Ｚｅｉｓｅｉ．ｉｐ／ｃａｔｅｇｏｌｙ／ｄａｔａ／

のバックナンバーもＨＰにて閲覧可能です。

で閲覧可能です。
一ルマガジンのバックナンバーは日本税理士政治連盟ホームページ

あるときに随時配信しま

日
税
政
川
柳
コ
ン
テ
ス
ト

　

入
選
作
品
発
表

東
北
税
政
連

　

か
ぐ
や
姫
の
心
の
友
だ
ち

税
法
の
括
孤
の
森
に
道
し
る
べ

千
葉
県
税
政
連

　

若
林
健
一

名
義
貸
し
貸
し
た
ら
最
後
蟻
地
獄

近
畿
税
政
連

　

関
谷
洋
子

建
議
書
は

よ
り
よ
い
税
制

　

め
ざ
す
的

中
国
税
政
連

　

佐
野
毅

危
な
い
ぞ

　

昔
は
若
葉

今
枯
葉

東
京
税
政
連

　

長
生
馬
齢

脳
味
噌
に

耐
用
年
数

　

あ
る
や
る
か

東
海
税
政
連

　

鳥
居
清

ソ
ロ
バ
ン
と

電
話
の
頃
が

　

懐
か
し
い

東
京
税
政
連

　

西
川
悪
昭

増
税
の

　

前
に
２
パ
１
セ
ン
ト

　

腹
に
貯
め

東
京
税
政
連

　

千
夢
さ
ん

も
う
八
十

ひ
と
息
付
く
と

　

ま
だ
八
十

会
員
に
笑
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
作
品
を
目
指
し
て
い
る
。

税
理
士
の
綱
紀
事
案
中
、
非
税
理
士
に
対
す
る
名
義
貸
し
が
多
く
税
理
士
の
社
会

的
信
用
を
失
墜
す
る
行
為
で
見
逃
せ
な
い
。

税
の
三
要
素
は
公
立
・
中
立
・
簡
素

毎
年
こ
れ
を
考
慮
し
改
正
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

迷
走
や
暴
走
な
ど
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
事
故
が
増
え
て
い
る
中
、
９７
歳
に
な

っ
て
や
っ
と
免
許
を
返
納
さ
れ
た
外
国
の
方
も
ー

年
寄
り
の
回
顧
趣
味
で
す
。
昔
は
大
ら
か
で
良
か
っ
た
。

飲
食
代
は
２
パ
ー
セ
ン
ト
ア
ッ
プ
に
な
る
。
上
が
る
前
に
腹
に
た
め
て
置
こ
う

人
生
九
十
、
百
歳
の
時
代
で
す
。
八
十
歳
な
ん
て
若
造
だ
よ

◎
作
者
名

　

作
品

　

コ
メ
ン
ト
の
順

（順
不
同
）



令
和
２
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
要
望

（第三種郵便物認。可）

日
税
政
は
、
令
和
２
年
度
の
税
制
改
正
へ
の
対
応
と
し
て
、
８
月
５
日
の
幹

事
会
で
２
つ
の
要
望
書
を
機
関
決
定
し
た
。
一つ
は
日
税
連
の
税
制
改
正
建
議

と
同
内
容
の
親
項
目
か
ら
な
る
要
望
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
特
に
緊
急
と
思
わ
れ

る
最
重
要
要
望
３
項
目
と
１４
項
目
の
重
点
要
望
事
項
。

本
紙
で
は
、
重
点
要
望
事
項
の
全
文
を
別
刷
り
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
添

付
し
た
ほ
か
、
親
項
目
の
要
望
書
の
抜
粋
を
以
下
の
と
お
り
掲
載
す
る
。

は
じ
め
に

令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日）

　

税
理
士
法
の
第
１
条
て
納
税
者
と
接
し
て
い
る
展
を
目
指
す
た
め
の
も
の
も
に
、
所
得
計
算
上
の
控
場
合
の
救
済
措
置
を
設
け
入
を
認
め
る
こ
と
。

は
、
税
理
士
は
税
務
の
専
専
門
家
の
立
場
か
ら
税
務
で
あ
る
。

　　　　　

除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
シ
る
こ
と
。

　　　　　

【中
小
法
人
税
制
一

門
家
と
し
て
、
独
立
し
た
行
政
に
関
す
る
提
言
を
行

公
正
な
立
場
に
お
い
て
申

　　　　　　　　　

む

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

ス
の
構
築

比婦
税
制
度
の
理
念
に
そ

　　　　　　　　　　　　

今

後

の
税

制

改

正

に

つ
い

・内
部
留
保
へ
の
コ

そ
・
納
斜畿
務
者
の
信

　　　　　

穿

　　　　　　

て

の
基

本

的

な

考

え

方

　

は
な
く
政
策
税
制

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
多
額
な
有
価
証
券
譲
渡

せ
に
よ
る
中
小
法
人
の
範

【相
続
税
・
贈
与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

検
討

　　　　　　　　

【法
人
税
】

　　　　　

る
相
続
税
の
課
税
強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
公
的
年
金
等
所
得
に
つ

・
財
源
確
保
の
視
点
に
偏

・
世
代
間
に
お
け

常
の
税
理
士
業
務
に
お
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い
て
新
た
な
独
立
し
た
所

し
な
い
適
正
な
課
税
ベ
ー

移
転
促
進
に
資
す

税

制

改

正

に

　　　　　　　　

藁

一

皆
差
強
．

養
曇
馨
．
聾
毒
亀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

税

制

改

正

要

望

項

目

　

８

受
取
配
当
等
は
そ
の
業
者
に
対
す
る
霊
呆
要
的
に
見
直
す
こ
と
。

　

子
霊
房
位
置
付
け
の
見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全
額
を
益
金
不
算
入
に
す

制
度
等
を
創
設
す
る
こ

の

申
告
期
限
の
見
直
し

直
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

る
こ
と
。

　　　　　

と
。

　　　　　　　

の

　

申
告
事
務
手
続
の
効

◎

シ
ス
テ
ム
面
の
対
応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【所
得
税
一

　　　　　

４

　

繰
越
欠
損
金
の
１
０

９

　

確
定
決
算
主
義
を
尊
１４

　

非
課
税
取
引
の
範
囲
率
化
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
㈲

納
税
の
キ
ャ
ッ
ス
レ

　　　　　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

　　

，

医
療
費
控
除
と
寡
婦
。
％
控
除
制
度
を
維
持
す
重
し
、
役
員
給
与
の
損
金
か
ら
、
社
盃

策
的
な
配
の
構
築

　　　　

ス
化
命
対
応

　　　　　

日

本

税

理

士

政

治

連

盟

　　

（寡
夫
淫
除
を
見
直
し
、
る
こ
と
。

　　　

算
入
規
定
等
を
見
直
す
こ
慮
に
基
づ
き
非
課
税
と
さ
◎

露

投
資
の
促
進
及
の

税
理
士
の
署
名
押
印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年
少
扶
養
控
除
を
復
活
さ

５

　

中
小
法
人
の
減
価
償
と
。

　　　　　　　

れ
る
取
引
を
除
外
し
、
課
び
事
務
負
担
の
簡
素
化
の
義
務
の
電
子
化
対
応

し
て
、
８
月
５
日
の
幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

せ
る
こ
と
。

　　　　

却
方
法
は
定
率
法
と
定
額

１０

　

少
額
減
価
償
却
資
産

税
取
引
と
し
て
課
税
標
準

た
め
の
見
直
し

　　　　

２

　　　　

７

個
人
番
号
の
利
便
性

税
連
の
税
制
改
正
建
議

　

令
和
２
年
度
税
制
改
正

　

２
業
務
用
不
動
産
の
譲
法
の
選
択
適
用
を
維
持
す
の
取
得
価
額
墓
準
を
引
き
の
計
算
ゃ
仕
入
税
額
控
除
２２

上
場
株
式
等
の
配
当
を
向
上
さ
せ
た
上
で
・
個

・
特
に
緊
急
と
思
ゎ
れ

　

最

重

点

要

望

　　　　　

渡
損
失
に
っ
い
て
、
損
益
る
こ
と
。

　　　

上
げ
る
こ
と
。

　　

の
計
算
を
行
ぅ
こ
と
。

所
得
等
に
関
し
、
個
人
住
人
事
業
者
番
号
の
導
入
に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

通
算
及
び
翌
期
以
降
の
繰

６

　

研
究
開
発
税
制
に
お

１１

公
益
法
人
等
に
対
す
１５

　

簡
易
課
税
制
度
の
み
民
税
に
お
い
て
所
得
税
と

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

　　　　　　　　　

１

消
費
税
に
お
け
る
単

フ
ト
を
進
め
る
こ
と
。

　

越
し
を
認
め
る
こ
と
。

　

け
る
繰
越
税
額
控
除
限
度
る
課
税
の
あ
り
方
を
見
直
な
し
仕
入
率
を
引
き
下
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
２８

財
産
債
務
調
書
の
提

，
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
添

　

一税
率
及
び
請
求
書
等
保
３

　

「災
害
損
失
控
除
」
３

　

「事
業
に
専
従
す
る
超
過
額
等
の
繰
越
控
除
制
す
こ
と
。

　　　　　

げ
、
設
備
投
資
に
対
す
る
す
る
場
合
の
申
告
手
続
を
出
期
限
等
を
見
直
す
こ

お
り
掲
載
す
る
。

　　

存
方
式
を
維
持
す
る
こ
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
親
族
が
あ
る
場
合
の
必
要
度
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も
１２

　

交
際
費
等
の
損
金
不
別
枠
で
の
控
除
を
認
め
る
簡
素
化
す
る
こ
と

　　

と
。

っ
て
お
り
、
公
平
か
つ
合

と
。

　　　　　　　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に

経
費
の
特
例
等
」
の
対
象

に
、
対
象
と
な
る
人
件
費

算
入
制
度
に
つ
い
て
、
慶

こ
と
。

　　　　　　

２

　　　　　　　

３

　

個
人
住
民
税
に
つ
い

【国
際
税
制
一

理
的
な
税
制
の
確
立
と
申
２

　

基
礎
的
な
人
的
控
除
お
け
る
受
贈
財
産
が
災
害
を
拡
大
し
、
事
業
に
係
る
の
範
囲
を
見
直
す
こ
と
。
弔
費
等
を
除
外
す
る
こ
１６

　

仕
入
税
額
控
除
制
度
て
、
出
国
年
に
係
る
所
得
２９

国
際
的
な
相
続
税
の

告
納
税
制
度
の
維
持
・発
の
あ
り
方
を
見
直
す
と
と
等
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
適
正
対
価
の
必
要
経
費
算
７

　

同
族
会
社
の
留
保
金

と
。

　　　　　　　

に
お
け
る
、い
わ
ゆ
る
「９５

に
課
税
す
る
方
法
を
検
討
二
重
課
税
及
び
租
税
回
避

展
を
目
指
す
た
め
の
も
の
も
に
、
所
得
計
算
上
の
控
場
合
の
救
済
措
置
を
設
け
入
を
認
め
る
こ
と
。

　　

課
税
制
度
を
廃
止
す
る
こ

【消
費
税
】

　　　　　

％
ル
ー
ル
」
の
適
用
要
件
す
る
こ
と
。

　　　　

の
防
止
の
観
点
か
ら
、
相

で
あ
る
。

　　　　　

除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
シ

る
こ
と
。

　　　　　

【中
小
法
人
税
制
】

　　

と
。

　　　　　　　

１

　　　　　　　

３

　

基
準
期
間
制
度
を
廃

を
緩
和
す
る
こ
と
。

　　

２

　　　

４

　

事
業
税
に
お
け
る
社

続
税
に
係
る
租
税
条
約
の

除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
シ

る
こ
と
。

　　　　　

【中
小
法
人
税
制
】

　　

と
。

　　　　　　　

１

　　　　　　　

３

　

基
準
期
間
制
度
を
廃

を
緩
和
す
る
こ
と
。

　　

２

　　　

４

　

事
業
税
に
お
け
る
社

続
税
に
係
る
租
税
条
約
の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【相
続
税
・
寄
与
税
】

　

会
保
険
診
療
報
酬
等
の
課

締
結
を
進
め
る
こ
と
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ス
の
構
築

　　　　　　

税
の
負
担
軽
減
の
検
討

　

・
成
年
後
見
制
度
に
係
る

１７

　

取
引
相
場
の
な
い
株

税
除
外
の
措
置
を
廃
止
す

３０

外
国
税
額
控
除
に
つ

今
後

の
税
制

改
正
に

つ
い

・内
部
留
保
へ
の
課
税
で
．小
規
模
宅
地
等
の
特
例
税
制
等
の
見
直
し
＠
害
式
等
の
評
価
遥
正
化
を
る
こ

　　　　

ぃ
て
・
控
除
限
度
超
過
額

て

の
基

本

的

な

考

え

方

　

は
な
く
政
策
税
制
の
充
実
の
適
正
化

　　　

者
控
除
の
適
用
範
囲
拡
図
る
こ
と
。

　　

２

　　　

５

個
人
事
業
税
の
課
税
等
の
繰
越
期
間
を
延
長
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に
よ
る
設
備
投
資
等
促
進

【地
方
税
一

　　　　　

大
）

　　　　　　　

１

　　　　　　　

８

　

相
続
税
の
更
正
の
請

対
象
事
業
及
び
税
率
を
見

る
こ
と
。

【所
得
税
一

　　　　　

得
区
分
の
創
設

　　　　

・租
税
特
別
措
置
の
整
理

・税
源
の
偏
在
性
が
少
な

・カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
求
の
特
則
事
由
に
「相
続
直
す
こ
と
。

　　　　

【災
害
対
応
税
制
一

・基
礎
的
な
人
的
控
除
に

【中
小
法
人
税
制
一

　　　

【消
費
税
一

　　　　　

い
地
方
税
制
の
構
築

　　

グ
の
導
入
に
向
け
た
検
討
し
た
保
証
債
務
の
履
行
が

【納
税
環
境
整
備
・そ
の
他
】
３１

災
害
損
失
特
別
勘
定

お
け
る
所
得
控
除
方
式
の

・小
規
模
企
業
等
税
制
の

・単
一税
率
制
度
と
請
求

・償
却
資
産
課
税
の
廃
止

【国
際
税
制
】

　　　　

当
該
相
続
開
始
後
５
年
以
２６

　

税
務
手
続
に
お
い
て
の
損
金
算
入
及
び
益
金
算

維
持
、
そ
の
他
の
人
的
控
検
討
の
際
、
い
わ
ゆ
る
法
書
等
保
存
方
式
の
維
持

　

又
は
抜
本
的
制
度
改
革

　

・
一般
的
租
税
回
避
否
認
内
に
行
わ
れ
、
求
償
権
の
は
電
子
申
告
等
の
活
用
を
入
に
関
す
る
適
用
要
件
を

除
の
整
理
合
理
化
と
税
額
人
成
り
企
業
に
対
し
特
別

・基
準
期
間
制
度
の
廃
止

・中
小
法
人
へ
の
外
形
標
規
定
（Ｇ
Ａ
Ａ
Ｒ
）
の
導
行
使
が
不
能
な
場
合
」
を
基
本
と
し
、
そ
の
た
め
課
緩
和
す
る
こ
と
。

控
除
化
の
検
討

　　　　

な
取
扱
い
が
な
さ
れ
な
い
と
課
税
売
上
高
が
一定
額
準
課
説
の
不
適
用

　　　

入
反
対

　　　　　　

加
え
る
こ
と
。

　　　　

題
を
具
体
的
に
分
析
・検
３２

東
日
本
大
震
災
に
係

・所
得
計
算
上
の
控
除
か
よ
う
に
す
る
こ
と

　　　

以
下
で
あ
る
事
業
者
へ
の

【納
税
環
境
整
備
・そ
の
他
】
・義
務
的
開
示
制
度
導
入
１９

　

相
続
税
・贈
与
税
の
討
し
、
制
度
及
び
シ
ス
テ
る
震
災
特
例
法
に
追
加
措

ら
基
礎
的
な
人
的
控
除
、

・資
本
金
基
準
と
所
得
金
申
告
不
要
制
度
の
創
設

　

．・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
の
慎
重
な
検
討
と
事
務
負
連
帯
納
付
義
務
を
廃
止
す
ム
の
両
面
で
の
積
極
的
な
置
を
行
う
こ
と
。

（特
に
基
礎
控
除
）
へ
の
額
以
外
の
他
の
指
標
（従

・非
課
税
取
引
の
範
囲
の
用
し
た
税
務
申
告
の
推
進
担
へ
の
配
慮

　　　　　

る
こ
と
。

　　　　　

環
境
整
備
を
行
う
こ
と
。
ｍ

原
子
力
損
害
賠
償
制

シ
フ
ト

　　　　　　

業
員
数
な
ど
）
と
の
組
合

縮
小

　　　　　　　

・納
税
者
憲
章
の
制
定
、税

【災
害
対
応
税
制
一

　　　

２

　　　

０

　

相
続
時
精
算
課
税
制

○

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
度
に
よ
る
収
入
と
損
失
の

・多
額
な
有
価
証
券
譲
渡
せ
に
よ
る
中
小
法
人
の
範

【相
続
税
・贈
与
税
】

　

務
調
査
の
事
前
通
知
事
項

・災
害
損
失
が
十
分
救
済
度
を
見
直
す
こ
と
。

　　

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
の
連
携

　　

平
準
化
等
の
措
置

益
等
へ
の
税
率
引
上
げ
の
囲
の
見
直
し

　　　　　

・中
間
層
以
下
へ
の
更
な
の
一部
書
面
化
・電
子
化
さ
れ
る
税
制
の
創
設

　　

【地
方
税
一

　　　　　

切

　

支
払
調
書
制
度
の
見
の

東
日
本
大
震
災
復
興

検
討

　　　　　　　

【法
人
税
】

　　　　　

る
相
続
税
の
課
税
強
化
反
対

・申
告
書
等
閲
覧
サ
ー
ビ

・地
方
公
共
団
体
に
お
け
２１

償
却
資
産
に
係
る
固
直
し

特
別
区
域
法
の
適
用
要
件

・公
的
年
金
等
所
得
に
つ

・財
源
確
保
の
視
点
に
偏

・世
代
間
に
お
け
る
資
産

ス
に
お
け
る
コ
ピ
ー
の
交
る
災
害
税
制
の
専
任
担
当
定
資
産
税
制
度
に
つ
い
◎

　

電
子
帳
簿
等
保
存
制
の
緩
和

い
て
新
た
な
独
立
し
た
所
し
な
い
適
正
な
課
税
ベ
ー
移
転
促
進
に
資
す
る
贈
与
付
等
の
手
続
緩
和

　　　

者
の
育
成

　　　　　　

て
、
廃
止
を
検
討
す
る
な
度
の
普
及
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一

　

運
動
経
過
の
概
要

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

（以
下
「本
連
盟
」
と
い

う
。
）
は
、
税
理
士
の
社

会
的
地
位
の
向
上
と
、
日

本
税
理
士
会
連
合
会
（以

下
「日
税
連
」
と
い
う
。）

の
基
本
施
策
を
実
現
す
る

た
め
、
第
５２
回
定
期
大
会

で
決
定
し
た
運
動
方
針
及

び
組
織
活
動
方
針
に
基
づ

き
、
単
位
税
理
士
政
治
連

盟
（以
下
「単
位
税
政
連
」

と
い
う
。
）
及
び
税
理
士

に
よ
る
国
会
議
員
等
後
援

会
（以
下
「後
援
会
」
と

い
う
。
）の
協
力
を
得
て
、

各
種
施
策
、
運
動
を
こ
の

１
年
間
に
実
施
し
た
。

１

　

国
政
選
挙
へ
の
対
応

に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
第
２５
回
参

議
院
議
員
通
常
選
挙
に
際

し
て
、
本
連
盟
の
運
動
方

針
を
決
定
し
、
選
挙
活
動

に
関
し
違
反
の
な
い
よ
う

単
位
税
政
連
と
の
連
絡
調

整
に
努
め
た
。
ま
た
、
単

位
税
政
連
を
中
心
に
地
域

に
密
着
し
た
選
挙
支
援
活

動
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

本
連
盟
は
、
令
和
元
年

７
月
２８
日
に
任
期
満
了
と

な
る
参
議
院
議
員
に
係
る

第
２５
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
に
対
応
す
る
た
め
、

ｕ
月
２１
日
の
正
副
幹
事
長

平
成
３０
年
度
運
動
経
過
並
び
に
組
織
活
動
報
告
承
認
の
件

平
成
３０
年
度
収
支
決
算
承
認
の
件
へ
監
査
報
告
〉

令
和
元
年
度
運
動
方
針
決
定
の
件

令
和
元
年
度
組
織
活
動
方
針
決
定
の
件

令
和
元
年
度
収
支
予
算
決
定
の
件

役
員
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
の
件
へ
略
〉

大
会
決
議
決
定
の
件

会
に
お
い
て
基
本
方
針
案

を
協
議
し
、
こ
れ
を
受
け

て
１２
月
３
日
の
総
務
会
に

お
い
て
「国
政
選
挙
等
推

薦
基
準
」
及
び
「国
政
選

挙
等
に
関
す
る
方
針
ー
候

補
者
推
薦
基
準
及
び
留
意

事
項
に
つ
い
て
１
」
を
機

関
決
定
し
た
。
以
上
の
経

緯
に
基
づ
き
１
月
１０
日
の

正
副
会
長
会
に
お
い
て
本

連
盟
の
第
１
次
推
薦
候
補

延
べ
４２
人
を
決
定
し
た
。

そ
の
後
、
３
人
の
推
薦
候

補
の
立
候
補
辞
退
や
４
月

１７
日
の
第
２
次
推
薦
等
２７

人
と
合
わ
せ
、
本
連
盟
は

延
べ
６７
人
の
候
補
者
を
推

薦
決
定
し
た
。

な
お
、
適
正
な
選
挙
活

動
を
行
う
た
め
の
施
策
と

し
て
は
、
５
月
１３
日
に
単

位
税
政
連
担
当
役
員
等
を

対
象
と
す
る
選
挙
関
連
法

研
修
会
を
開
催
し
た
ほ

か
、
国
対
委
員
会
が
作
成

し
た
冊
子
「後
援
会
・税

政
連
の
選
挙
運
動
の
た
め

の
サ
ブ
ノ
ー
ト
」
を
単
位

税
政
連
に
配
布
す
る
な

ど
、
啓
発
に
努
め
た
。

単
位
税
政
連
に
お
い
て

は
、
地
域
に
密
着
し
た
選

挙
支
援
活
動
を
積
極
的
に

行
う
と
と
も
に
、
本
連
盟

に
お
い
て
も
、
税
理
士
制

度
に
関
す
る
議
員
連
盟
の

幹
部
議
員
等
を
重
点
候
補

と
す
る
な
ど
、
単
位
税
政

連
等
へ
の
積
極
的
な
支
援

を
行
っ
た
。

２

　

公
正
な
税
制
の
確
立

及
び
税
務
行
政
改
善
の
た

め
の
運
動
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
税
制
改
正

に
つ
い
て
、
関
係
議
員
に

対
し
要
望
実
現
を
強
く
働

き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、

事
業
承
継
税
制
の
さ
ら
な

る
見
直
し
等
の
多
く
の
要

望
が
と
り
あ
げ
ら
れ
実
現

し
た
。

（１
）

平
成
３１
年
度
税

制
改
正
に
対
し
て
、
本
連

盟
は
、
関
係
大
臣
や
与
党

幹
事
長
・政
務
調
査
会
長

等
に
、
会
長
・幹
事
長
等

が
後
援
会
会
長
と
と
も
に

面
会
の
う
え
、
日
税
連
建

議
書
・本
連
盟
要
望
書
を

直
接
手
交
し
、
要
望
実
現

に
向
け
積
極
的
に
対
応
し

た
。本

連
盟
は
、
日
税
連
建

議
書
を
基
に
要
望
事
項
の

検
討
を
進
め
、
本
連
盟
と

日
税
連
と
の
連
名
に
よ

る
、
日
税
連
建
議
書
と
同

一項
目
の
要
望
書
「平
成

３１
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
要
望
（今
後
の
税
制
改

正
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

考
え
方
及
び
３１
の
要
望
項

目
）
」を
作
成
し
た
ほ
か
、

日
税
連
と
の
協
議
に
よ
り

３
項
目
の
最
重
要
建
議
・

要
望
と
１５
項
目
の
重
点
要

望
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
８

月
３
日
の
幹
事
会
で
機
関

決
定
し
た
。
９
月
２７
日
に

開
催
さ
れ
た
定
期
大
会
に

出
席
の
国
会
議
員
に
こ
れ

ら
を
手
交
の
う
え
要
望

し
、
各
党
に
要
望
書
等
を

提
出
す
る
と
と
も
に
、
後

援
会
等
を
通
じ
推
薦
国
会

議
員
等
に
配
付
し
て
、
税

制
改
正
要
望
の
実
現
に
つ

い
て
理
解
と
協
力
を
得
る

こ
と
に
努
め
た
。
特
に
１０

月
１６
日
に
は
、
会
員
の
声

を
ど
の
よ
う
に
税
政
連
活

動
に
反
映
さ
せ
る
か
を
議

論
す
る
た
め
、
軽
減
税
率

対
応
緊
急
会
議
を
開
催
し

重
点
要
望
事
項
へ
の
共
通

の
理
解
を
深
め
た
う
え

で
、

１０
月
３０
日
に
は
政
策

委
員
会
・国
対
委
員
会
が

中
心
と
な
り
、
延
べ
６
５

３
人
の
国
会
議
員
に
対
し

陳
情
を
実
施
し
た
。
さ
ら

に
、
単
位
税
政
連
と
連
携

し
、
後
援
会
と
推
薦
国
会

議
員
等
と
の
接
触
を
通
じ

て
、
税
制
改
正
要
望
の
実

現
の
た
め
の
働
き
か
け
を

行
っ
た
。

各
党
に
対
す
る
税
制
改

正
要
望
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
本
連
盟
が
日
税
連
と

連
携
し
て
対
応
し
た
。
目

由
民
主
党
、
公
明
党
、
立

憲
民
主
党
及
び
国
民
民
主

党
が
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
税

制
改
正
に
関
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
、
本
連
盟
役
員
が

日
税
連
役
員
と
と
も
に
出

席
し
、
税
理
士
業
界
の
要

望
を
訴
え
理
解
を
求
め

た
。情

報
収
集
の
強
化
に
関

し
て
は
、
前
年
度
に
引
き

続
き
、
後
援
会
等
を
通
じ

て
、
迅
速
か
つ
的
確
な
情

報
を
収
集
し
た
。

な
お
、
政
府
税
制
調
査

会
（会
長
＝
中
里
実
東
京

大
学
大
学
院
法
学
政
治
学

研
究
科
教
授
）
に
つ
い
て

は
神
津
日
税
連
会
長
が
特

別
委
員
と
し
て
参
画
し
、

実
務
家
・専
門
家
と
し
て

の
税
理
士
の
視
点
か
ら
の

意
見
を
述
べ
た
。

平
成
３１
年
度
税
制
改
正

大
綱
等
に
と
り
あ
げ
ら
れ

た
主
な
要
望
項
目
（
一部

実
現
し
た
も
の
、
検
討
事

項
と
さ
れ
た
も
の
を
含

む
）
及
び
成
果
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

①

　

事
業
承
継
税
制
の
さ

ら
な
る
見
直
し
。

②

　

改
正
民
法
に
対
応
す

る
税
制
改
正
。

③

　

事
業
税
の
外
形
標
準

課
税
に
つ
い
て
、
引
き
続

き
中
小
法
人
に
は
適
用
し

な
い
。

④

　

中
小
法
人
の
欠
損
金

の
控
除
限
度
額
に
つ
い
て

は
引
き
続
き
現
行
の
ま
ま

と
す
る
。

⑤

　

未
婚
の
ひ
と
り
親
へ

の
住
民
税
の
軽
減
措
置
。

⑥

　

仮
想
通
貨
取
引
に
係

る
税
制
及
び
税
務
執
行
上

の
対
応
。

⑦

　

電
子
帳
簿
等
保
存
制

度
の
普
及
と
税
務
手
続
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進
。

⑧

　

地
方
税
に
お
け
る
シ

ス
テ
ム
障
害
へ
の
対
応
。

ま
た
、
所
得
控
除
、
年

金
課
税
に
つ
い
て
は
引
き

続
き
検
討
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
た
。

　

「所
得
税
法
等
の
一部

を
改
正
す
る
法
律
案
＝
地

方
税
法
等
の
一部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
「森
林
環

境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与

税
に
関
す
る
法
律
案
＝
特

別
法
人
事
業
税
及
び
特
別

法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す

る
法
律
案
」
は
、
３
月
２７

日
に
参
議
院
本
会
議
に
お

い
て
可
決
成
立
し
、
４
月

１
日
施
行
さ
れ
た
。

（２
）

令
和
２
年
度
の

税
制
改
正
に
対
し
て
、
本

連
盟
は
、
日
税
連
調
査
研

究
部
に
お
け
る
本
件
の
審

議
に
幹
事
長
及
び
関
係
役

員
が
出
席
し
、
そ
の
審
議

状
況
の
把
握
に
努
め
る
な

ど
日
税
連
と
連
携
し
て
国

会
陳
情
に
向
け
た
要
望
書

作
成
の
検
討
を
進
め
た
。

（３
）

我
が
国
に
お
い

て
は
東
日
本
大
震
災
や
平

成
２８
年
熊
本
地
震
の
よ
う

な
大
規
模
震
災
等
が
今
後

も
発
生
す
る
と
予
測
さ
れ

て
お
り
、
本
連
盟
は
、
災

害
対
応
税
制
に
関
す
る
要

望
等
を
行
う
日
税
連
と
連

携
し
て
、
積
極
的
に
対
応

し
た
。

３

　

国
会
議
員
等
の
後
援

会
対
策
等
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
推
薦
国
会

議
員
等
に
対
し
、
日
常
及

び
選
挙
時
に
お
け
る
政
治

活
動
を
支
援
す
る
組
織
と

し
て
、
昭
和
５０
年
か
ら
後

援
会
づ
く
り
を
積
極
的
に

推
進
し
て
き
た
。
本
事
業

年
度
に
お
い
て
は
１３
後
援

会
が
新
た
に
設
立
さ
れ
、

３
４
２
後
援
会
（令
和
元

年
６
月
３０
日
現
在
）
と
な

っ
て
い
る
。

全
国
各
地
に
結
成
さ
れ

て
い
る
後
援
会
は
、
税
制

改
正
要
望
の
実
現
、
税
務

支
援
事
業
へ
の
理
解
の
促

進
な
ど
、
税
理
士
業
界
が

抱
え
る
問
題
の
解
決
に
向

け
て
国
会
議
員
等
に
強
く

要
望
し
て
い
る
。
ま
た
、

各
後
援
会
は
、
後
援
会
主

催
の
諸
行
事
を
実
施
し
た

ほ
か
、
国
会
議
員
等
と
の

懇
談
会
等
の
開
催
に
つ
い

て
も
、
積
極
的
に
対
応
し

た
。本

連
盟
は
、
後
援
会
活

動
・単
位
税
政
連
活
動
の

一層
の
活
性
化
に
資
す
る

た
め
、
単
位
税
政
連
が
主

催
す
る
「後
援
会
会
長
連

絡
会
議
」
に
役
員
を
派
遣

す
る
な
ど
の
支
援
を
行
っ

た
。
当
該
会
議
は
１４
単
位

税
政
連
で
延
べ
２４
回
開
催

さ
れ
た
。
ま
た
、
第
２
回

全
国
後
援
会
活
動
活
性
化

会
議
を
５
月
１３
日
に
開
催

し
た
ほ
か
、
す
べ
て
の
後

援
会
が
よ
り
一層
の
組
織

強
化
と
活
動
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
単
位
税
政
連

に
対
し
後
援
会
の
定
期
総

会
開
催
に
係
る
助
成
金
を

措
置
し
た
。
さ
ら
に
、
広

報
委
員
会
の
協
力
を
得

て
、
後
援
会
活
動
の
周
知

と
会
員
の
一層
の
理
解
に

資
す
る
た
め
に
、
機
関
紙

「日
本
税
政
連
」
に
被
後

援
者
で
あ
る
国
会
議
員
と

後
援
会
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事
「ア
ク
テ
ィ
ブ
」

を
掲
載
し
た
ほ
か
、
後
援

会
活
動
を
紹
介
す
る
記
事

を
多
数
掲
載
し
た
。

４

　

税
理
士
法
改
正
に
つ

い
て税

理
士
法
改
正
に
つ
い

て
、
日
税
連
は
、
次
な
る

税
理
士
法
の
改
正
に
向

け
、
制
度
部
が
４
月
１７
日

付
で
会
長
諮
問
へ
の
答
申

を
と
り
ま
と
め
た
ほ
か
、

正
副
会
長
会
構
成
員
に
よ

る
税
理
士
法
改
正
検
討
会

が
行
わ
れ
る
な
ど
、
検
討

を
継
続
し
て
い
る
。
本
連

盟
は
、
日
税
連
制
度
部
の

審
議
に
関
係
役
員
が
出
席

し
、
そ
の
審
議
状
況
の
把

握
に
努
め
た
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
の
日
税
連
に
お
け

る
検
討
の
経
過
報
告
を
す

る
た
め
、
小
島
会
長
、
日

税
連
会
長
等
関
係
役
員

は
、
６
月
２６
日
に
自
由
民

主
党
・税
理
士
制
度
改
革

推
進
議
員
連
盟
会
長
の
伊

吹
文
明
議
員
に
、
翌
２７
日

に
は
公
明
党
・政
策
懇
話

会
会
長
の
北
側
一雄
議
員

に
面
会
し
た
。

５

　

税
理
士
制
度
に
関
す

る
議
員
連
盟
に
つ
い
て

各
政
党
に
お
い
て
は
、

有
志
議
員
に
よ
る
税
理
士

制
度
に
関
す
る
議
員
連
盟

が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
本

連
盟
は
、
各
々
の
議
員
連

盟
の
会
合
に
会
長
、
幹
事

長
等
関
係
役
員
が
出
席
し

要
望
実
現
を
訴
え
る
と
と

も
に
、
議
員
連
盟
の
運
営

事
務
に
協
力
す
る
な
ど
積

極
的
に
対
応
し
た
。

具
体
的
に
は
、
自
由
民

主
党
税
理
士
制
度
改
革
推

進
議
員
連
盟
（会
長
＝
伊

吹
文
明
議
員
）
は
、

１１
月

２１
日
に
総
会
が
開
催
さ
れ

た
。
公
明
党
の
政
策
懇
話

会
（注
）
（会
長
＝
北
側

一雄
議
員
）
は
、

１１
月
１５

日
に
総
会
が
開
催
さ
れ

た
。
立
憲
民
主
党
税
理
士

制
度
推
進
議
員
連
盟
（会

長
＝
海
江
田
万
里
議
員
）

は
、

１１
月
６
日
に
総
会
が

開
催
さ
れ
た
。
国
民
民
主

党
と
無
所
属
議
員
に
よ
る

税
理
士
制
度
推
進
議
員
連

盟
に
つ
い
て
は
、

１１
月
１５

日
に
設
立
総
会
が
開
催
さ

れ
増
子
輝
彦
議
員
を
会
長

に
選
出
し
た
。
日
本
維
新

の
会
税
理
士
制
度
推
進
議

員
連
盟
に
つ
い
て
は
、
２

月
１４
日
に
設
立
総
会
が
開

催
さ
れ
片
山
虎
之
助
議
員

を
会
長
に
選
出
し
た
。
い

ず
れ
の
会
合
に
も
本
連
盟

か
ら
は
、
小
島
会
長
、
渡

遷
幹
事
長
を
は
じ
め
関
係

役
員
が
出
席
し
、
税
制
改

正
要
望
の
実
現
を
訴
え

た
。（注

）
公
明
党
政
策
懇
話

会
の
正
式
名
称
は
「日
本

税
理
士
会
連
合
会
と
の
政

策
懇
話
会
」
だ
が
、
本
議

案
で
は
政
策
懇
話
会
と
表

記
し
た
。

６

　

中
小
企
業
対
策
に
つ

い
て中

小
企
業
支
援
施
策
に

関
し
て
は
、
日
税
連
が
、

一次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
一
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脚前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く
一

政
府
の
中
小
企
業
振
興
政

策
に
協
力
し
、
制
度
改
革

等
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は

専
門
家
・実
務
家
の
団
体

と
し
て
中
小
企
業
の
視
点

か
ら
の
提
言
を
行
っ
て
い

る
。
税
理
士
は
、
中
小
企

業
経
営
力
強
化
支
援
法
に

規
定
さ
れ
る
経
済
産
業
大

臣
の
認
定
に
よ
り
中
小
企

業
の
支
援
を
行
う
経
営
革

新
等
支
援
機
関
に
つ
い

て
、
平
成
３１
年
２
月
２８
日

現
在
の
認
定
機
関
３
２
８

５
２
の
う
ち
２
５
９
２
０

（７８
・９
％
）
を
占
め
、

ま
た
、
小
規
模
企
業
振
興

基
本
法
に
基
づ
く
小
規
模

企
業
へ
の
支
援
の
担
い
手

と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い

る
。本

連
盟
は
、
関
係
役
員

が
日
税
連
の
中
小
企
業
対

策
部
会
に
出
席
し
、
情
報

の
収
集
に
努
め
た
ほ
か
、

日
税
連
と
連
携
の
う
え
、

中
小
企
業
支
援
施
策
が
税

理
士
制
度
の
理
解
の
う
え

措
置
さ
れ
、
税
理
士
の
業

務
対
策
に
資
す
る
よ
う
、

積
極
的
に
対
応
し
た
。

７

　

税
理
士
の
公
益
活
動

の
推
進
施
策
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
税
理
士
制

度
の
改
革
に
関
連
し
て
、

税
理
士
が
税
務
の
専
門
家

と
し
て
よ
り
一層
納
税
者

の
信
頼
に
応
え
る
た
め
、

日
税
連
と
の
連
名
に
よ
る

「政
策
担
当
秘
書
制
度
に

関
す
る
要
望
重巳
に
つ
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉

え
て
そ
の
実
現
を
訴
え
た

結
果
、
こ
れ
が
実
現
し
、

改
正
さ
れ
た
「国
会
議
員

の
政
策
担
当
秘
書
資
格
試

験
等
実
施
規
程
」
が
９
月

１
日
に
施
行
さ
れ
、
令
和

元
年
よ
り
新
し
い
制
度
で

の
政
策
担
当
秘
書
採
用
が

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。ま

た
、
本
連
盟
は
、
地

方
公
共
団
体
の
外
部
監
査

制
度
や
登
録
政
治
資
金
監

査
人
制
度
、
租
税
教
育
、

成
年
後
見
支
援
等
、
公
益

活
動
の
推
進
に
つ
い
て
、

日
税
連
及
び
単
位
税
政
連

と
連
携
の
う
え
、
税
理
士

の
専
門
家
と
し
て
の
能
力

活
用
を
関
係
各
方
面
に
働

き
か
け
た
。

地
方
公
共
団
体
の
外
部

監
査
制
度
に
お
け
る
税
理

士
選
任
の
推
進
に
つ
い

て
、
包
括
外
部
監
査
を
行

う
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
多
く
の
税
理
士
が
外
部

監
査
人
に
選
任
さ
れ
た
。

平
成
３０
年
度
は
外
部
監
査

人
に
つ
い
て
は
１０
人
の
税

理
士
が
、
監
査
人
補
助
者

に
つ
い
て
は
１８
人
の
税
理

士
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て

い
る
。
ま
た
、
監
査
委
員

に
つ
い
て
は
、
１
０
３
の

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

１
７
４
人
の
税
理
士
が
監

査
委
員
に
就
任
し
た
。
本

連
盟
は
、
日
税
連
と
連
携

し
て
税
理
士
の
能
力
活
用

を
訴
え
る
等
積
極
的
に
対

応
し
た
。

登
録
政
治
資
金
監
査
人

制
度
に
つ
い
て
、
本
連
盟

は
、
税
理
士
が
積
極
的
に

登
録
政
治
資
金
監
査
人
と

し
て
登
録
し
、
当
該
監
査

に
従
事
す
る
よ
う
、
日
税

連
・単
位
税
政
連
と
連
携

し
制
度
の
周
知
を
行
う
等

必
要
な
施
策
を
講
じ
た
。

平
成
３１
年
１
月
２５
日
現

在
、
登
録
政
治
資
金
監
査

人
５
，
０
２
１
人
中
、
税

理
士
の
登
録
は
３
，
７
８

９
人
で
あ
り
７５
・
５
％
を

占
め
る
。
ま
た
、
単
位
税

政
連
に
お
い
て
は
、
税
理

士
の
適
切
な
業
務
の
遂
行

に
資
す
る
よ
う
各
党
と
の

意
見
交
換
、
情
報
交
換
を

行
っ
た
。

国
税
不
服
申
立
制
度
に

つ
い
て
、
本
連
盟
は
、
日

税
連
、
単
位
税
理
士
会
及

び
単
位
税
政
連
と
連
携
し

て
、
国
税
審
判
官
へ
の
税

理
士
の
登
用
を
推
進
し

た
。
ま
た
、
行
政
不
服
審

査
法
に
よ
り
地
方
公
共
団

体
に
設
置
等
が
義
務
付
け

ら
れ
た
審
理
員
及
び
第
三

者
機
関
委
員
と
し
て
税
理

士
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
、

地
方
公
共
団
体
等
に
対
し

て
要
望
し
た
。

租
税
教
育
に
関
し
て
、

日
税
連
は
、
租
税
教
育
に

お
け
る
税
理
士
の
活
用
と

国
の
基
本
と
な
る
税
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
教
育

の
重
要
性
を
訴
え
て
お

り
、
本
連
盟
は
、
日
税
連

と
連
携
し
て
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
通
じ
て
税
理
士
の
能

力
活
用
と
租
税
教
育
の
重

要
性
を
訴
え
る
等
積
極
的

に
対
応
し
た
。

成
年
後
見
支
援
に
つ
い

て
、
政
府
が
進
め
る
成
年

後
見
制
度
利
用
促
進
基
本

計
画
に
関
し
て
、
日
税
連

が
、
特
に
財
産
管
理
に
つ

い
て
税
理
士
の
専
門
家
と

し
て
の
能
力
を
よ
り
一層

活
用
す
べ
き
と
し
て
関
係

府
省
庁
に
理
解
を
求
め
て

お
り
、
本
連
盟
は
、
日
税

連
と
連
携
し
て
税
理
士
の

能
力
活
用
を
訴
え
る
等
積

極
的
に
対
応
し
た
。

８

　

税
理
士
会
の
行
う
税

務
支
援
等
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
後
援
会
の

組
織
を
通
じ
て
国
会
議
員

等
に
対
し
て
、
①
確
定
申

告
期
を
は
じ
め
と
す
る
無

料
税
務
相
談
、
②
税
務
相

談
所
に
お
け
る
税
務
支

援
、
③
各
地
の
商
工
会
議

所
、
商
工
会
、
青
色
申
告

会
・法
人
会
（納
税
協

会
）
、
農
・漁
協
の
団
体

等
に
税
理
士
を
派
遣
し
て

行
う
税
務
相
談
、
税
務
指

導
（記
帳
・決
算
指
導
を

含
む
）
等
の
小
規
模
納
税

者
支
援
事
業
を
税
理
士
会

が
実
施
し
て
い
る
こ
と
へ

の
理
解
と
協
力
を
要
請
し

た
。特

に
、
税
理
士
会
が
確

　

‐

　

平成３０年度収支決算承認の件（案）

　　　　　

収鑓計算書
目

　

平成３０年７月１日

　

至

　

令和 蒔 ６月３０日
（ｉ羊位：円）【収入の笥Ｂ】

お斗

　　　

目 予算額 （Ａ） 瀬額（Ｂ） 差異（Ａ－Ｂ） 摘

　　

要

前年度繰越金 ６５，０３２，８７７ ６５，０３２，８７７ ＝^ｖ
分

　　　

担

　　　

金 ９２，２８２，４００ ９２，２８２，４００ ＝^Ｕ 勘△＝Ａ＝税ｍ倦醐
２０

広

　　　

告

　　　

料 ３９，０００，０００ ３９，６３６，０００ ＝^Ｖ＝^ｖ
Ａ
Ｖ

ワ
リ

（〇▲△ 廻欝蝶蹴△媒酬撒雑

　　　

収

　　　

入 ４００，０００ ４８８，９３９ ９３９８８＾
］ 獅鰍合

　　　　　　　

言計 １９６，７１５，２７７ １９７，４４０，２１６ （ｕＵ鋸７２４▲△

【支出の部】 （１筆位：ＦＦＤ

定
申
告
期
に
行
っ
て
い
る

税
務
支
援
に
つ
い
て
理
解

を
得
る
た
め
、
各
単
位
税

政
連
に
対
し
て
推
薦
国
会

議
員
等
に
そ
の
実
態
の
視

察
を
依
頼
し
、
状
況
等
を

説
明
す
る
よ
う
要
請
し

た
。
今
年
度
は
確
定
申
告

期
間
中
１
５
５
人
の
国
会

議
員
等
が
延
べ
２
０
２
の

相
談
会
場
を
視
察
し
た
。

単
位
税
政
連
に
お
い
て

は
、
当
該
視
察
を
行
っ
た

国
会
議
員
等
に
対
し
、
税

理
士
の
社
会
公
共
性
に
つ

い
て
理
解
を
求
め
た
。
そ

の
際
、
商
工
会
議
所
、
商

工
会
等
が
国
家
予
算
等
を

使
用
し
て
低
廉
な
費
用
で

大
量
に
行
う
小
規
模
事
業

者
指
導
に
つ
い
て
は
、
記

帳
指
導
の
目
的
を
逸
脱
し

て
、
税
理
士
の
業
務
を
侵

害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

働
き
か
け
を
要
請
し
た
。

９

　

規
制
改
革
、
社
会
保

障
・税
番
号
制
度
等
へ
の

対
応
に
つ
い
て

規
制
改
革
等
に
関
し

て
、
政
府
が
、
内
閣
府
に

設
置
さ
れ
た
規
制
改
革
推

進
会
議
を
中
心
に
、
所
得

税
に
係
る
年
末
調
整
手
続

の
電
子
化
の
推
進
や
働
き

方
改
革
等
の
多
岐
に
わ
た

る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
規
制

改
革
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

（社
会
保
障
・税
番
号
制

度
）
に
つ
い
て
は
、
社
会

保
障
・税
の
分
野
で
運
用

さ
れ
て
い
る
。

日
税
連
は
、
社
会
保
障

・
税
番
号
制
度
に
つ
い

て
、
税
理
士
事
務
所
等
に

お
い
て
特
定
個
人
情
報
等

が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
、

同
制
度
が
円
滑
に
運
用
さ

れ
る
よ
う
各
種
施
策
を
実

施
し
た
。
本
連
盟
は
、
日

税
連
が
建
議
し
て
い
る
個

科

　　　

目 予算額 （Ａ） 決算額 （Ｂ） 差異（Ａ－Ｂ） 摘

　　

要

事

　　　

業

　　　

費 ３４，０００，０００ ２１，９７２，８７６ １２，０２７，１２４
国会対策、選挙対策、助成金、その他
事業活動に伴う費用

広

　

報

　

活

　

動

　

費 ５４，０００，０００ ５２，１１９，４８６ １，８８０，５１４ 機関紙発行費用他
大

　　　

会

　　　

費 １３，０００，０００ １２，３３６，００８ ６６３，９９２ 会場藍ｉ、 議案‐書式ｒ届曙誓他
会

　　　

議

　　　

費 ２５，０００，０００ １４，３１４，２０２ １０，６８５，７９８‘受員会ミ、 委員＝÷の旅費他
旅

　

費

　

交

　

通

　

費 ３，５００，０００ １，７７９，４８５ １，７２０，５１５ 単位税政連、日税連、関連団体等会議出席に係る旅費他
印

　　　

帰り

　　

費 １，０００，０００ ６０１，５２１ ３９８，４７９ 名孫ｑ、 封筒他
通

　　

信

　　

費 １，０００，０００ ３８６，５４１ ６１３，４５９ 郵便料金、電話料金等
渉

　　

外

　　

費 １，５００，０００ ５５４，８００ ２００９４５

欄蹄
関

鞭
単

人

　　　

件

　　　

費 ９，０００，０００ ８，４００，０００ ０００６００
事

　

務

　

所

　

費 ３，０００，０００ ２，５４５，２０５ ７９５４５４

細備品。・字肖耗品。賓 ５００，０００ ２５３，１８７ Ｑ
Ｕ

１↓ＯＯＲ
Ｕ

リ
ム 照

コ
雑

　　　　　　　

費 ５００，０００ ３１２，２４２ ７５８８７

綴鰯税理士法改正
積立金繰入支出 １，０００，０００ １，０００，０００ ハ＝ｖ

予

　　　

備

　　　

費 ４９，７１５，２７７

　　　

Ｏ ７７リ
ム

にリＴ↓ヮ十４９
次

　

期

　

繰

　

越

　

金 ８０，８６４，６６３ ６６３８６４測＾
］

合

　　　　　　　

計 １９６，７１５，２７７ １９７，４４０，２１６ Ｑ
Ｕ

Ｏ
Ｕ

ハ
．

リ
ム

ワ
十

＾
］

当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額

人
事
業
者
番
号
の
導
入
に

つ
い
て
、
継
続
し
て
要
望

す
る
な
ど
、
日
税
連
と
連

携
し
て
積
極
的
に
対
応
し

た
。な

お
、
平
成
３１
年
度
の

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
と
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
の
休
日
運
用
日
が
拡
大

し
た
が
、
本
連
盟
は
税
制

改
正
要
望
に
お
い
て
、
ｅ

ー
Ｔ
ａ
ｘ
・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

の
受
付
時
間
は
、
土
日
を

含
め
２４
時
間
対
応
と
す
べ

　　　　

き
、
と
し
て

　　　　

お
り
、
単
位

　　　

税
政
連
と
連

　　　　

携
し
関
係
議

　　　　

員
に
要
望
し

　　　　

た
結
果
、
こ

　　　　

れ
が
一
部
実

　　　　

現
し
た
。

１３２，４０７，３３９円
１１６，５７５，５５３円　　

　

３３
５５
７８

ｍ

　

組
織
、

財
政
の
見
直

し
及
び
広
報

活
動
に
つ
い

て
本
連
盟

は
、
経
済
社

会
、
政
治
構

造
の
変
革
に

対
応
す
べ

く
、
よ
り
一

層
の
組
織
活

性
化
及
び
財

政
健
全
化
に

つ
い
て
継
続

し
て
検
討
を

行
っ
て
き

た
。
本
事
業

年
度
に
お
い

て
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　

（
Ｖ
ワ
ｆ
Ｑ
Ｕ

ハ
．
に
Ｕ
Ｏ
Ｕ^

鑓
１６
版

１
１
１
１

と
お
り
組
織
活
性
化
等
の

た
め
の
事
業
を
行
っ
た
。

（１
）

組
織
活
性
化
に

つ
い
て
は
、
例
年
行
っ
て

い
る
単
位
税
政
連
の
組
織

率
と
会
費
収
納
率
の
状
況

を
実
態
に
即
し
た
形
で
調

査
し
内
容
を
分
析
し
た
。

ま
た
、
会
長
諮
問
へ
の
答

申
に
基
づ
き
組
織
活
性
化

の
た
め
目
的
規
定
の
整
備

や
組
織
改
革
等
を
主
眼
と

し
た
規
約
等
改
正
を
行
っ

た
ほ
か
、
単
位
税
政
連
に

お
け
る
会
費
収
納
方
法
の

あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
意

見
交
換
と
情
報
交
換
を
行

っ
た
。

（２
）

財
政
健
全
化
に

つ
い
て
は
、
単
位
税
政
連

の
負
担
増
を
求
め
る
こ
と

な
く
本
連
盟
の
支
出
の
合

理
化
に
よ
る
よ
り
一層
の

財
政
健
全
化
を
図
っ
た
。

（３
）

広
報
活
動
に
つ

い
て
は
、
機
関
紙
「日
本

税
政
連
」
を
第
５
３
９
号

か
ら
第
５
４
６
号
ま
で
発

行
し
た
ほ
か
、
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
「日
本
税
政
連
二

ユ
ー
ス
」
を
第
２
０
０
号

か
ら
第
２
８
７
号
ま
で
配

信
し
た
。
さ
ら
に
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、

１
０
３
回
情
報
を
更
新

し
、
年
間
の
ア
ク
セ
ス
件

数
は
２
４
７
８
３
９
件
と

な
っ
た
。

令
和
元
年
度
運
動
方
針
決
定
の
件

令
和
元
年
度
運
動
方
針
決
定

自

　

令
和
元
年
７
月
１
日

　

至

　

令
和
２
年
６
月
３０
日

一
運
動
方
針

令
和
元
年
、
改
元
と
い
う

時
代
の
節
目
に
あ
た
り
世

界
の
政
治
と
経
済
は
大
き

な
変
革
期
を
迎
え
て
い

る
。わ
が
国
に
お
い
て
も
、

７
月
の
第
２５
回
参
議
院
議

員
通
常
選
挙
の
後
、

１０
月

に
は
消
費
税
の
税
率
引
き

上
げ
・軽
減
税
率
（複
数

税
率
）
の
導
入
が
法
律
に

よ
り
予
定
さ
れ
て
お
り
、

令
和
５
年
に
は
適
格
請
求

書
等
保
存
方
式
（い
わ
ゆ

る
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
）
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
本
年
度
に
お
い
て
も

税
制
は
国
政
の
最
重
要
事

案
の
一
つ
で
あ
り
、
税
政

連
に
お
い
て
は
引
き
続
き

そ
の
真
価
が
問
わ
れ
る
年

と
な
る
。

本
連
盟
は
、
全
国
３
４

２
（６
月
３０
日
現
在
）
に

上
る
税
理
士
に
よ
る
国
会

議
員
等
後
援
会
活
動
を
活

性
化
し
、
そ
の
力
を
最
大

限
に
発
揮
す
る
た
め
、
単

位
税
政
連
と
連
携
し
て
地

域
に
密
着
し
た
政
治
活
動

を
推
進
す
る
べ
く
、
具
体

的
課
題
に
積
極
的
に
対
応

す
る
。

本
年
度
に
施
行
さ
れ
る
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各
選
挙
へ
の
対
策
に
つ
い

て
は
、
単
位
税
政
連
、
後

援
会
と
連
携
し
て
強
力
な

運
動
を
行
う
。

税
制
改
正
へ
の
対
応
に

つ
い
て
は
、
日
税
連
の
建

議
実
現
に
向
け
情
報
収
集

の
さ
ら
な
る
強
化
に
努
め

る
と
と
も
に
、
納
税
者
の

立
場
か
ら
の
幅
広
い
議
論

が
よ
り
一層
推
進
さ
れ
る

よ
う
、
ま
た
、
中
小
企
業

に
過
重
な
負
担
を
も
た
ら

す
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
検
討
と
対
策

を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

税
理
士
法
改
正
に
つ
い

て
は
、
日
税
連
が
次
な
る

税
理
士
法
改
正
に
向
け
た

検
討
を
進
め
て
お
り
、
制

度
発
展
に
向
け
て
強
力
な

運
動
を
行
う
。

税
務
行
政
改
善
へ
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
納
税
環

境
整
備
に
係
る
議
論
に
対

応
し
、
納
税
者
の
権
利
利

益
の
保
護
に
資
す
る
よ
う

検
討
と
対
策
を
積
極
的
に

推
進
す
る
。

中
小
企
業
対
策
に
つ
い

て
は
、
日
本
経
済
を
支
え

る
中
小
企
業
の
活
性
化
に

資
す
る
政
策
が
実
現
す
る

よ
う
、日
税
連
と
連
携
し
、

そ
の
基
本
方
針
に
沿
い
各

党
の
関
係
議
員
、
関
係
機

関
に
働
き
か
け
る
な
ど
、

本
連
盟
は
、
情
報
の
収
集

に
努
め
、
そ
の
動
向
に
迅

速
的
確
に
対
応
す
る
。

税
理
士
制
度
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
制
度
改
革

や
他
士
業
資
格
制
度
の
見

直
し
等
の
動
向
に
つ
い

て
、
本
連
盟
は
、
情
報
の

収
集
に
努
め
、
迅
速
的
確

に
対
応
す
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
監
査
委
員
制
度
・外
部

監
査
制
度
、
登
録
政
治
資

金
監
査
人
制
度
、
行
政
不

服
審
査
法
の
審
理
員
・第

三
者
機
関
委
員
制
度
へ
の

税
理
士
の
登
用
、
租
税
教

育
等
の
税
理
士
会
の
公
益

活
動
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
日
税
連
・単
位
税
政

連
と
連
携
の
う
え
、
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
捉
え
迅
速
か

つ
積
極
的
に
対
応
す
る
。

政
府
の
災
害
関
連
税
制

等
に
つ
い
て
は
、
税
理
士

の
職
能
を
活
か
し
た
実
務

に
即
し
た
提
言
を
行
い
、

速
や
か
な
災
害
か
ら
の
復

旧
・復
興
に
貢
献
す
る
た

め
日
税
連
と
連
携
し
て
積

極
的
に
対
応
す
る
。

社
会
保
障
・税
番
号
制

度
、
電
子
申
告
に
つ
い
て

は
、
公
共
的
使
命
を
持
つ

税
務
の
専
門
家
と
し
て
、

納
税
者
の
権
利
保
護
に
配

慮
し
つ
つ
、
事
務
負
担
が

必
要
最
小
限
と
な
る
よ

う
、
政
府
及
び
国
会
に
対

し
積
極
的
に
対
応
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
税
理
士
の

社
会
的
地
位
の
向
上
を
目

指
し
、
日
税
連
・単
位
税

政
連
と
連
携
、団
結
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
推
薦
す
る
国

会
議
員
等
の
後
援
会
活
動

を
全
国
的
に
推
進
し
て
、

政
治
力
と
挙
会
体
制
を
一

層
強
化
し
、
国
民
の
理
解

を
得
な
が
ら
、
本
連
盟
規

約
第
４
条
に
掲
げ
る
次
の

目
標
達
成
の
た
め
の
運
動

を
強
力
に
展
開
す
る
。

１

進
展
す
る
社
会
の
要

請
に
応
え
得
る
税
理
士
制

度
の
確
立

２

　

公
正
で
合
理
的
な
租

税
制
度
の
確
立

３

　

税
理
士
の
社
会
的
地

位
の
向
上
と
権
益
の
確

保
、
拡
充

．一

　

重
点
運
動

上
記
方
針
に
基
づ
き
、

本
連
盟
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
納
税
者
の
た
め

の
真
の
代
表
を
国
会
に
送

る
と
と
も
に
、
推
薦
国
会

議
員
等
の
後
援
会
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通

じ
政
治
活
動
を
行
う
こ
と

と
し
、
さ
ら
な
る
税
理
士

制
度
発
展
の
た
め
に
次
の

重
点
運
動
を
強
力
に
推
進

す
る
。

１

税
理
士
法
改
正
に
向

け
て
、
強
力
な
運
動
を
行

，つ
０

２

　

令
和
２
年
度
税
制
改

正
に
対
し
、
納
税
者
の
立

場
か
ら
の
幅
広
い
議
論
が

行
わ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、

中
小
企
業
に
過
重
な
負
担

を
も
た
ら
す
改
正
が
行
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

強
力
な
運
動
を
行
う
。

３

　

納
税
環
境
整
備
に
係

る
議
論
に
対
応
し
、
公
正

な
税
制
の
確
立
及
び
税
務

行
政
改
善
の
た
め
の
強
力

な
運
動
を
行
う
。

４

　

中
小
企
業
の
活
性
化

に
資
す
る
政
策
が
実
現
す

る
た
め
の
強
力
な
運
動
を

行
う
。

５

　

資
格
制
度
に
係
る
改

革
の
動
向
を
注
視
し
、
税

理
士
業
務
の
無
償
独
占
及

び
税
理
士
会
へ
の
強
制
入

会
制
の
堅
持
の
た
め
の
強

力
な
運
動
を
行
う
。

６

　

地
方
公
共
団
体
の
監

査
委
員
制
度
・外
部
監
査

制
度
、
登
録
政
治
資
金
監

査
人
制
度
、
行
政
不
服
審

査
法
の
審
理
員
・第
三
者

機
関
委
員
制
度
へ
の
税
理

士
の
登
用
、
租
税
教
育
等

の
公
益
活
動
の
推
進
に
係

る
強
力
な
運
動
を
行
う
。

７

　

政
府
の
災
害
関
連
税

制
等
に
対
し
て
税
理
士
の

職
能
を
活
か
し
た
実
務
に

即
し
た
提
言
を
行
う
等
、

強
力
な
運
動
を
行
う
。

を
展
開
す
る
。

令和元年度収支予算決定の件（案）

　　　　　

収支予算書
令和 牌 ７月１日至

　

令和２年６月３０日
【収入の部】

科

　　　

目 予算額 前年度予算額 摘

　　

要

前年度繰越金 ８０，８６４，６６３ ６５，０３２，８７７

分

　　　

担

　　　

金 ９３，２５３，２００ 卿２８２９２

鋤鮭頂爾鯖広

　　　

告

　　　

料 ３９，５００，０００ Ｕ^＝^ｖ
（＝＝Ｕ

（＝＝Ｕ＝^Ｕ
Ｑ
Ｕ

Ｑ
Ｕ 馳ザ餓縄日総徽

全
雑

　　　

収

　　　

入 ４００，０００ ０００４００

獅鰍合

　　　　　　　

計 ２１４，０１７，８６３ ワ
ｆ

ヮ
十

リ
ム

に
リ

１↓ワ十％１１
（１羊位：ＦＦＤ【支出の部】

活
動
を
支
援
す
る
た
め
、

他
の
委
員
会
と
連
携
し
諸

施
策
を
進
め
る
。

四

　

国
対
委
員
会

１

国
会
活
動
対
策
を
企

画
立
案
す
る
と
と
も
に
、

陳
情
等
の
具
体
的
運
動
を

実
施
す
る
。

２

　

国
政
選
挙
に
お
け
る

選
挙
対
策
を
企
画
立
案

し
、
具
体
策
を
講
ず
る
。′

３

　

本
連
盟
の
事
業
遂
行

に
必
要
な
情
報
を
収
集

し
、
各
党
政
調
会
等
と
の

連
絡
強
化
を
図
る
。

４

　

国
会
議
員
の
活
動
を

積
極
的
に
支
援
す
る
と
と

も
に
懇
談
会
等
を
実
施
す

る
。

５

　

政
治
資
金
規
正
法
の

理
解
と
、
適
正
な
政
治
資

金
監
査
の
普
及
に
努
め

る
。

６

　

公
職
選
挙
法
の
理
解

と
、
選
挙
に
対
す
る
正
し

い
認
識
の
研
修
と
普
及
に

努
め
る
。

五

　

広
報
委
員
会

１

本
連
盟
の
機
関
紙
を

発
行
す
る
。

２

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
通
じ

て
、
積
極
的
な
情
報
を
発

信
す
る
。

３

　

税
理
士
業
界
を
取
り

巻
く
各
種
情
報
の
収
集
に

努
め
、
情
報
の
提
供
を
行

，つ
０

六

後
援
会
対
策
委
員
会

単
位
税
理
士
政
治
連
盟

に
お
け
る
国
会
議
員
等
後

援
会
の
組
織
の
強
化
と
活

大
会
決
議
１

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

制
度
の
発
展
と
、
納
税
者

の
た
め
の
真
の
代
表
を
国

会
に
送
る
た
め
強
力
な
運

動
を
展
開
す
る
。

令
和
元
年
度
組
織
活
動
方
針

決
定
の
件

令
和
元
年
度
組
織
活
動
方
針

目

　

令
和
元
年
７
月
１
日

　

至

　

令
和
２
年
６
月
３０
日

令
和
元
年
度
運
動
方
針

の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
、
次
の
運
動
を
展
開
す

る
。一

　

政
策
委
員
会

１

本
年
度
運
動
方
針
に

基
づ
き
、
本
連
盟
の
具
体

的
政
策
を
策
定
す
る
。

２

　

本
連
盟
の
長
期
的
政

策
を
検
討
す
る
。

３

　

日
本
税
理
士
会
連
合

会
及
び
単
位
税
理
士
政
治

連
盟
と
の
協
議
、
連
絡
調

整
を
図
る
。

４

　

税
理
士
の
業
務
及
び

職
域
に
係
る
情
報
の
収
集

に
努
め
る
。

５

　

税
理
士
の
社
会
的
活

用
策
、
税
理
士
の
業
務
を

確
保
・拡
充
す
る
た
め
の

諸
施
策
を
進
め
る
。

６

　

税
理
士
の
業
務
及
び

職
域
に
対
す
る
各
種
侵
害

行
為
を
防
止
す
る
た
め
の

諸
施
策
を
進
め
る
。

一一

　

財
務
委
員
会

本
連
盟
の
財
政
の
強
化

と
健
全
な
運
営
を
図
る
。

三

　

組
織
委
員
会

１

日
本
税
理
士
会
連
合

会
の
要
望
実
現
の
た
め
、

本
連
盟
の
組
織
活
動
の
な

お
一層
の
統
一強
化
を
図

る
。

２

　

本
連
盟
組
織
の
改
革

に
向
け
て
の
諸
施
策
を
検

討
す
る
。

３

　

単
位
税
理
士
政
治
連

盟
と
の
連
絡
調
整
及
び
連

携
強
化
を
図
る
。

４

　

単
位
税
理
士
政
治
連

盟
の
地
域
に
密
着
し
た
諸

お科

　　　

目 予算額 前年度予算額 摘

　　

要

事

　　　

業

　　　

費 ３７，５００，０００ ３４，０００，０００
国会対策、選挙対策、助成金、その他事業活動
に伴う費用

広

　

報

　

活

　

動

　

費 ５５，５００，０００ ５４，０００，０００ 機関，紙填繁行費用他

大

　　

会

　　

費 １３，５００，０００ １３，０００，０００ 会場巴記、 議案書比ｒ届曙誓他

会

　　

ｉ議

　　

費 ２４，０００，０００ ２５，０００，０００
‘受員会ミ、 委員会の旅費他

旅

　

費

　

交

　

通

　

費 ３，５００，０００ ３，５００，０００ 単位税政連、日税連＼関連団体等会議出席に係る旅費他

印

　　　

屈Ｕ

　　　

費 １，０００，０００ １，０００，０００ 名沫Ｕ、 封筒他

通

　　　

信

　　　

費 １，０００，０００ ＝^＝Ｕ＝^Ｕ
（
Ｕ＝^ＶＬ

Ｍ 等料話電金料鞭
渉

　　　

外

　　　

費 １，５００，０００ ＝^＝ＶＵ^（＝Ｕ
に
リＬ 他金祝のへ等体団関、位単

人

　　　

件

　　　

費 ９，０００，０００ ＝^Ｕ
（
＝Ｖ

＾
Ｕ

（＝Ｕ＝^Ｕ
Ｑ
Ｕ

事

　

務

　

所

　

費 ３，０００，０００ ｎ＝Ｕ
＾
Ｖ＝^Ｕ＝^＝ＵＵ^

Ｑ
Ｕ 網備品。・消耗品。賓 ５００，０００ ０００５００

帽
コ

雑

　　　　　　　

費 ５００，０００ ０００５００ 等癖鰯税理士法改正
積立金繰入支出 １，０００，０００ ｎ

Ｕ
（
＝ＵＵ^

・
＝^＝ＵＬ

予

　　　

備

　　　

費 ６２，５１７，８６３ ７７リ
ム

にＵＴ１ヮ十嫌
合

　　　　　　

計 ２１４，０１７，８６３ ２７７に
リ

ヮ
十％

大
会
決
議

　

２

わ
れ
わ
れ
は
、
納
税
者

に
信
頼
さ
れ
る
税
理
士
制

度
の
確
立
を
目
指
し
て
強

力
な
運
動
を
展
開
す
る
。

動
の
活
性
化
を
支
援
す

る
。

大
会
決
議
決
定
の
件

大
会
決
議

　

３

わ
れ
わ
れ
は
、
公
正
な

税
制
の
確
立
及
び
税
務
行

政
改
善
の
た
め
の
強
力
な

運
動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

４

わ
れ
わ
れ
は
、
税
制
改

正
に
際
し
、
中
小
企
業
に

過
重
な
負
担
を
も
た
ら
す

こ
と
の
な
い
よ
う
強
力
な

運
動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

５

わ
れ
わ
れ
は
、
資
格
制

度
に
係
る
改
革
の
動
向
を

注
視
し
、
税
理
士
業
務
の

無
償
独
占
及
び
税
理
士
会

へ
の
強
制
入
会
制
の
堅
持

の
た
め
の
強
力
な
運
動
を

展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

６

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

の
業
務
及
び
職
域
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
動
向
に

対
し
て
強
力
な
運
動
を
展

開
す
る
。

大
会
決
議

　

７

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

の
使
命
に
則
り
、
税
理
士

の
公
益
的
業
務
へ
の
更
な

る
参
加
が
で
き
る
よ
う
強

力
な
運
動
を
展
開
す
る
。

右
決
議
す
る
。

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

　　

第
弱
回
定
期
大
会



◆

　

＋

日 本

　

税

　

政

　

連 第５４８号

　

（１０）悌三種郵便物・獅）令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　

．１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｉ．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

牧

　

野

　

た
か
お

（静
岡
県
選
挙
区

　

自
由
民
主
党

　

現
）

　

唐
－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
池
沢

・間
蟻
霜
醒
評
者
霊
園
麓
；
墨
掠

臓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

左
．

　　　　　　　　　　　　

／
」

　　　　

、

‐

　

＼

　　　　　　　　　　

財

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

ＲＵ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　

．ｂも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い，

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　
　
　　

　

　
　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＝”

　　　　　　　　　　　　

●

　　　

”

　　　　

．
・′
・
ｒ
．
・

　　　

・
．

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

・

　　　

●

　

…・

　　　　　　　　　

●

　　　

●

　　　　　　　　

●

　　　

●

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　

●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：

　　　　　　　　　　　　　

●

　

・●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　

．●

　

．

　　

●

　　　　

．：

　　　　　

－・‐

　　　　　　　　　　　

●

　

．

　　　　　　　

・

　

１

　　

．・

　　　

●

　　

．１

　

．●

　

．・・

　　

・・

　　

：．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
１

　　　　　　

酒

　

井

　

庸

　

行

（愛
知
県
選
挙
区

　

自
由
民
主
党

　

現
）

上

　

月

　

良

　

祐

（茨
城
県
選
挙
区

　

自
由
民
主
党

　

現
）

　　

田

　

島

　

麻
衣
子

（愛
知
県
選
挙
区

　

立
憲
民
主
党

　

新
）

　　

馬

　

場

　

成

　

志

（熊
本
県
選
挙
区

　

自
由
民
主
党

　

現
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

羽

　

田

　

雄

一
郎

（長
野
県
選
挙
区

　

国
民
民
主
党

　

現
）

　　

大

　

塚

　

耕

　

平

（愛
知
県
選
挙
区

　

国
民
民
主
党

　

現
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以
上
延
べ
５６
人

　　　　

－

羽

　

田

　

雄
一
郎

（長
野
県
選
挙
区



令和元年（２０１９年）９月１日 （日曜日） 日

　

本

　

税

　

政

　

連 （第三種郵便物獅） 第５４８号

書利用
《麓きい

事業承継にお悩みの関与先はいらっＬやいませんか？
馨金硲券馨巻鞍金券電導ｓ参＊電導瀞参像命瀞姿蕩参巻姿窓多瀞巻寮争帯癖詮ＯＧ 命薄参審参欝ｔ導誉余争奪導き激等参奪象濠 ＊孝－蕃多珍導き馨参券拳

（Ｍ＆Ａ

近年、企業経営の後継者不足などの理由から、事業承継にお悩みの中小企業が増えており、大きな経営課題となってい

ます。我々税理士の関与先も他人事ではありません。この課題解決の一助としてお薦めしたいのが、三井住友信託銀行

の「事業承継（Ｍ＆Ａ等）に関する顧客紹介制度」です。この制度は、Ｍ＆Ａのみならず、親族・従業員承継や、廃業に伴う不動

産売却など、あらゆる角度から事業承継をサポートするものです。ぜひご利用ください。

　　　

談

　　　

全

　　

，

　　

　

　　　

　

　

　
　

　　　　　　

”リ

　　　　

ー

　　　

①事業承継相談

　

関

　　　

　　　

　　　　

　

　　　　

　　

関与先企業経営者

現に向けて顧問税理士と三井住友信託銀行が手を携えて進めて参ります。

　　　

基 本 協 定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

諺

全国税理士共栄会
②Ｍ＆Ａ案件情報等

　　　　　　

⑤面談◎ニーズヒアリング

　　　

⑥マッチング

　　　　

※案件長期

　　　　　

Ｍ＆Ａ

チング

件長期のケース等は
＆Ａ仲介業者と連携

⑤Ｍ＆Ａ案件情報

事業承継◎
廃業等

廃業等で不動産
売却となるケース

　

１誓言櫨 慶さ…
Ｍ＆Ａ仲介業者と連携

　　　　　　　　　　　　　　　　

⑦ Ｍ ＆Ａ成 約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※Ｍ＆Ａ成約時および廃業等における不動産売却時には税理士に手数料が支払われます。
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ＶＩＰ大 型 総 合 保 障 制 度・全 税 共 年 金

　　

－ ．

　

…

　　

１

扇増罰流‐キャンペーン実施中 圏
税理士業界と関与先の発展のために、ＶＩＰと年金の拡販にご協力下さい！

関与先をご紹介ください。
全税共のＶＩＰ大型総合保障制度・全税共年金は、
以下のようなニーズを抱えている関与先にお勧めです。

１．大型の保障で事業承継対策を万全にしたい
２．幹部社員の万一の保障や退職金の備えがしたい

３．安心して医療が受けられる保障が欲しい
４．公的年金を補完する年金制度に入りたい

　　　

　　
　
　　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

．

　　　

・、関与先紹介カード

　

本共栄会は各地の税理

士協同組合と協力して、
ＶＩＰの拡販を目的とした

「関与先紹介カード」によ

る関与先紹介運動を進め

てし、ます。紹介カードの

詳細は所属の税理士協同
組合に直接お問し、合わせ
くださし、。

１全競関与先紹介カード（平成３０年用）１

　

１融徽閥１
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▼・

キャンペーンは以下１０社の生命保険会社の協力を得て勧められています。

●朝日生命

　

●第一生命

　

●日本生命

　

●ジブラルタ生命

　

●〆ツトライフ生命

　

●明治安田生命

　　　

●住友生命

　

●損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

　

●アクサ生命

　

●富国生命

　　　

円滑な事業承継等を実現する

憂国１三国墨聖霊目問罪罪雁王国眉

　　　　　　　　　　　　　　

・ ＝

　　　　　　　　

▼

●経営者大型保険（集団扱定期保険）

　

掛捨の割安な保険料で入院や手術を含む総合的な保障をす
る保険です。経営者に万一のことがあったとき、大型の保障で

　

企業を守ります。

●経営者保険総合プラン

　

働きざかりの経営者等の生涯保障や、役員・幹部社員の退職金

　

準備等に活用できるよう、終身保険、養老保険など多彩な商品

　

を用意しています。

●経営者スーパープラン

　

ガンなどの生活習慣病保障に重点をおいた保険や高度先進

　

医療保険、介護保険など様々なニーズに応える医療保険全般

　

を用意しています。

　　　　　　　　　　　　

＜募集保険会社＞

●朝日生命●第一生命●日本生命．ジプラルタ生命●〆ツトライフ生命●エヌエヌ生命

　　

・明治安田生命●住友生命●損保ジャパン日本興亜ひまわり生命●アフラック
・アクサ生命●富国生命●三井住友海上あいお‘・生命・オリックス生命●口′ＶＤ富士生命

　　

公的年金の補完・老後の備えに

　　　　

　

　　　　　　　　

▲

　　　　

一

　　

■

　

：

　　

一

　　　

，

　

・

　　

－

　

． ▲

　

－ 鞘．

●掛金は月々１万円から自由に設定

　

１口５千円、２口以上４０口まで設定できる月払いに加え、

　

一括払し、もあります。
月払と一括払を組み合わせることで、より計画的な資産形

　

成をすることが可能です。余裕資金の運用方法のひとつと

　

してご検討ください。（一括払は月払に比べ、積立金（脱退

　

一時金額）が掛金累計額を早く上回ります。）

●年金の受取方法は３種類

　

①１０年確定年金

　

②１５年確定年金

　

③１０年保証期間付終身年金

　

の３通りから選択できます。

　

※年金に変えて一時金でも受取ることができます。

　　　　　　　　　　　

＜取扱保険会社＞

　　

●第一生命・明治安田生命●日本生命●住友生命●富国生命

全国税理士共栄会
〒１４１－００３２ 東京都品川区大崎１－１１‐８

　

日本税理士会館４階 ＴＥＬ０３（５７４０）８３３１（代） ＦＡＸ０３（５７４０）８３３３

　　

全 税 共 の 事 業 は、 ホ ー ム ペ ー ジ で ご 案 内 し て い ま す。
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